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定 期 監 査 結 果 報 告 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規定に基づき、鳥取県監査基準（令

和２年鳥取県監査委員告示第１号）に準拠して令和５年度決算に係る定期監査を執行したの

で、同条第９項に規定する監査の結果に関する報告及び同条第10項に規定する意見を次のと

おり提出します。  
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第１ 監査結果報告 

 

１ 監査の概要 

鳥取県監査基準（令和２年鳥取県監査委員告示第１号。以下「監査基準」という。）に

準拠し、及び鳥取県監査実施要綱（令和２年２月18日監査委員決定。以下「実施要綱」

という。）に基づき、次のとおり監査を実施した。 

（１）監査の種類 

   地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第199条第１項及び第４項

の規定に基づく定期監査 

 

（２）監査の範囲及び目的 

監査基準第２条第１項第１号の規定に基づき、財務に関する事務の執行及び経営に

係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、

その組織及び運営の合理化に努めているかを確認することを目的として実施した。 

 

（３）監査の実施方法 

定期監査は、実施要綱第２章に基づき事務監査を行い、その後、本監査を行った。 

 

ア 事務監査 

複数の職員が監査資料を基にして、責任ある立場にある者及び担当者から説明を

聴取し、関係する書類又は帳簿を検査し、並びに必要に応じて、資料の提出を求め、

又は現場を検分する方法により行った。ただし、監査等執行計画において、監査対

象機関の本監査を書面監査により実施することとした監査対象機関については、監

査資料を基に行った。 

 

イ 本監査 

監査資料を基にして実地監査を行ったが、監査等執行計画において書面監査によ

り実施することとしている監査対象機関の本監査は、監査資料を基に書面監査を

行った。 
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（４）監査対象機関の数 

 

区    分 
監 査 対 象 

機 関 の 数 

監 査 を 実 施 

した機関の数 

左 の 内 訳 

実地監査 書面監査 

 知 事 部 局         157         157       58       99 

 企 業 局          ３          ３       ３       ０ 

 病 院 局          ３          ３       ３       ０ 

 教 育 委 員 会          50          50       13       37 

 警 察 本 部          10          10       ３       ７ 

 各 種 委 員 会 等          ３          ３       １       ２ 

 県 議 会 事 務 局          １          １       １       ０ 

合    計 
       (224) 

        227 

       (224)  

        227  

     (79) 

      82  

    (145) 

     145 

注１ 機関数は、総合事務所の各局をそれぞれ１機関としている。 

２ 合計欄の（ ）は前年度の数である。 

 

（５）監査実施期間 

事務監査：令和６年２月14日から同年10月１日まで 

本 監 査：令和６年３月13日から同年10月７日まで 

 

（６）監査の執行者 

監査執行者は、次のとおりである。 

監査委員   高 務 裕 子（令和６年４月１日から） 

同     桐 林 正 彦（令和６年３月31日まで） 

同     牧 田 宗 大 

同     山 根 こころ（令和６年４月１日から） 

同     奈良井   恵（令和６年３月31日まで） 

同     川 部   洋 
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２ 監査の実施状況 

（１）概 要 

監査の処置区分には勧告、指摘及び注意がある。不適正の度合いが重大なもの又

は著しく妥当性を欠くもの等のうち、監査委員が特に必要と認めたものは勧告事項

とし、それ以外のものを指摘事項とした。また、不適正の度合いが比較的軽易なも

のは注意事項とした。 

 

（２）勧 告 

今回、監査を行った結果、勧告事項に該当するものは認められなかった。  

 

（３）指摘・注意事項及び実施状況 

指摘事項については、該当する事項があったので、その内容を公表するとと

もに、別途文書により該当する部局長及び監査対象機関の長に対し、今後適切

な取扱い又は改善を行うよう通知し、その処理方針について回答を求める。  

 

また、次に掲げるとおり注意事項に該当する事項もあったので、該当する部

局長及び監査対象機関の長に対し、別途文書により是正を求め、又は注意を喚

起する。  

 

ア 予算事務 

  国庫負担金等の未受納、その他の予算事務の不適正 

イ 収入事務 

多額の未収金、歳入金の払込の遅延、その他の収入事務手続の不適正 

ウ 支出事務 

支出金額の誤り、支払遅延、その他の支出事務手続の不適正 

エ 契約事務 

検査員任命の不適正、契約内容の不備、その他の契約事務手続の不適正 

オ 補助金等事務 

実績報告書の受理の遅延、その他の補助金等に係る事務手続の不適正 

カ 財産管理事務 

物品の取得、管理及び処分の事務手続の不適正、その他の財産管理事務手続の不

適正 

   キ その他の事務 

     所属で開設管理する口座検査の未実施、その他の事務手続の不適正 

 

なお、指摘事項の内容は、次の実施機関別の状況に記載している。  
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○ 実施機関別の状況 

ア 政策戦略本部 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法 

 

実 施 機 関 実   施   日 実 施 方 法 

とっとり未来創造タスクフォース 令和６年８月21日 書 面 監 査 

政策戦略局 

企 画 課 
令和６年９月５日 〃 

〃 

総 合 統 括 課 
令和６年８月21日 〃 

〃 

広   報   課 
令和６年７月17日 実 地 監 査 

〃 

東 京 本 部 
令和６年９月２日 〃 

〃 

関 西 本 部 
令和６年８月23日 〃 

〃 

名 古 屋 代 表 部 
令和６年８月22日 〃 

税 務 課 令和６年９月６日 〃 

財 政 課 令和６年９月６日 〃 

デジタル局 

デ ジ タ ル 改 革 課 
令和６年７月４日 〃 

〃 

デジタル基盤整備課 
令和６年７月４日 〃 

東 部 県 税 事 務 所 令和６年８月29日 書 面 監 査 

中 部 県 税 事 務 所 令和６年７月30日 実 地 監 査 

西 部 県 税 事 務 所 令和６年８月29日 書 面 監 査 

 

（イ）監査結果 

財務に関する事務の執行について、指摘すべき事項及び比較的軽易な注

意すべき事項があった。 

 

〔指摘事項〕  

○ 山陰両県若手職員交流・連携プロジェクトにおける若手職員への伴走

支援業務委託について、遡って契約していた。（政策戦略局企画課） 

○ 東京ドーム巨人戦ワンデー協賛「とっとりデー」（うさぎダンス関連

分）実施業務外１件について、遡って契約していた。（政策戦略局広報

課） 

○ 令和５年度鳥取県東京本部ハイヤー借上げ業務委託契約について、予
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定価格調書を見積書受理後に作成していた。（政策戦略局東京本部） 

 

 

イ 輝く鳥取創造本部 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法 

 

実 施 機 関 実   施   日 実 施 方 法 

中山間・地域振興局 

人口減少社会対策課 
令和６年７月23日 実 地 監 査 

 〃 

買物環境確保推進課 
令和６年８月１日 書 面 監 査 

 〃 

交 通 政 策 課 
令和６年８月５日 〃 

観光交流局 

観 光 戦 略 課 
令和６年７月23日 実 地 監 査 

 〃 

国 際 観 光 ・ 万 博 課 
令和６年７月23日 〃 

 〃 

交 流 推 進 課 
令和６年７月23日 〃 

〃 

ま ん が 王 国 官 房 
令和６年８月１日 書 面 監 査 

 

（イ）監査結果 

財務に関する事務の執行について、指摘すべき事項及び比較的軽易な注

意すべき事項があった。 

 

〔指摘事項〕  

○ とっとりまるごと移住カーニバル！2023運営業務委託契約外２件につ

いて、支出負担行為の事務手続が遅延していた。（中山間・地域振興局

人口減少社会対策課） 

○ 鳥取県まちなか暮らし総合支援補助金について、支出負担行為の事務

手続が遅延していた。（中山間・地域振興局人口減少社会対策課） 

○ とっとりコンベンションビューロー補助金外１件について、遡って交

付決定をしていた。（観光交流局観光戦略課） 

○ 鳥取県キャンプ場マップ「とりキャンＭＡＰ」チラシ印刷について、

成果品を契約・交付伺の決裁後に取得すべきところを決裁前に取得して

いた。（観光交流局観光戦略課） 

○ 関西空港からの誘客促進に向けた夏秋用旅行商品販売促進実施業務外

２件について、遡って契約していた。（観光交流局国際観光・万博課） 
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ウ 総務部 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法 

 

実 施 機 関 実   施   日 実 施 方 法 

総 務 課 令和６年７月18日 実 地 監 査 

政 策 法 務 課 令和６年７月18日 〃 

営 繕 課 令和６年９月３日 書 面 監 査 

統 計 課 令和６年９月４日 〃 

行政監察・法人指導課 令和６年９月３日 〃 

 総合事務センター 

庶 務 集 中 課 
令和６年９月３日 〃 

 〃 

物 品 契 約 課 
令和６年９月３日 〃 

行政体制整備局 

人 事 企 画 課 
令和６年８月29日 実 地 監 査 

〃 

職 員 支 援 課 
令和６年９月３日 書 面 監 査 

〃 

職員人材開発センター 
令和６年７月25日 実 地 監 査 

 〃 

行 財 政 改 革 推 進 課 
令和６年７月４日 〃 

公 文 書 館 令和６年９月10日 書 面 監 査 

 

（イ）監査結果 

財務に関する事務の執行について、比較的軽易な注意すべき事項があっ

た。 

 

 

エ 危機管理部  

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法 

 

実 施 機 関 実   施   日 実 施 方 法 

危 機 管 理 政 策 課 令和６年９月３日 書 面 監 査 

危 機 対 策 ・ 情 報 課 令和６年９月10日 〃 

原 子 力 安 全 対 策 課 令和６年７月25日 実 地 監 査 

消 防 防 災 課 令和６年７月17日 〃 

消防防災航空センター 令和６年９月３日 書 面 監 査 

消 防 学 校 令和６年６月21日 〃 
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（イ）監査結果 

財務に関する事務の執行について、指摘すべき事項及び比較的軽易な注

意すべき事項があった。  

 

〔指摘事項〕  

○ 支え愛マップ作成推進事業業務委託契約について、遡って契約してい

た。（消防防災課） 

○ 起震車修繕及びメンテナンス業務委託契約について、予定価格調書を

作成していなかった。（消防防災課） 

 

 

オ 地域社会振興部 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

市 町 村 課 令和６年８月28日 実 地 監 査 

県 民 参 画 協 働 課 令和６年７月18日 〃  

文 化 政 策 課 令和６年８月６日 〃  

産業廃棄物処理施設審査準備室 令和６年７月24日 書 面 監 査 

人権尊重社会推進局  

人 権 ・ 同 和 対 策 課 
令和６年７月24日 〃 

〃  

女 性 応 援 課 
令和６年８月６日 実 地 監 査 

スポーツ振興局  

ス ポ ー ツ 課 
令和６年７月24日 書 面 監 査 

〃  

ねんりんピック・関西ワールド 

マスターズゲームズ推進課 

令和６年７月24日 〃  

 文化財局  

文 化 財 課 
令和６年８月１日 実 地 監 査 

 〃  

とっとり弥生の王国推進課 
令和６年９月５日 〃  

東部地域振興事務所 令和６年６月24日 書 面 監 査 

男女共同参画センター 令和６年６月20日 実 地 監 査 

埋蔵文化財センター 令和６年６月24日 書 面 監 査 

青谷かみじち史跡公園  令和６年９月５日 実 地 監 査 

むきばんだ史跡公園 令和６年９月５日 〃  
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（イ）監査結果  

財務に関する事務の執行について、指摘すべき事項及び比較的軽易な注

意すべき事項があった。  

 

〔指摘事項〕  

○ 令和５年度市町村分普通交付税等算定事務の電算処理委託について、

発注伺を作成しておらず、予定価格調書を作成していなかった。（市町

村課）  

○ 令和５年度公民連携推進事業補助金について、交付決定を遡っている

ものがあった。（県民参画協働課）  

○ とっとり郷土芸能まつり2023ラジオ広報業務委託契約について、委託

業務の実施状況を確認していなかった。（文化政策課）  

○ 鳥取県立東山水泳競技場公衆無線ＬＡＮ利用に係る「ＤｏＳＰＯＴ 

ＳＴＲＥＥＴ」サービス利用契約について、遡って契約していた。（ス

ポーツ振興局スポーツ課） 

○ 令和５年度文化財解説版及び標柱制作・設置業務（菅野のミズゴケ湿

原）外１件について、支出負担行為の事務手続が遅延していた。（文化

財局文化財課） 

○ 令和５年度鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金について、遡って

交付決定していた。（文化財局文化財課） 

○ 一般国道９号（北条道路）の改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査（長

瀬高浜遺跡１・２区）委託契約外１件について、遡って契約していた。

（文化財局とっとり弥生の王国推進課） 

○ 鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金について、遡って交付決定し

ていた。（文化財局とっとり弥生の王国推進課） 

○ 「生活も仕事も」ととのうセミナーに係る報償費・旅費について、支

出負担行為の事務手続が遅延していた。（男女共同参画センター） 

○ 復元建物修繕用茅の購入について、成果品を契約・交付伺の決裁後に

取得すべきところを決裁前に取得していた。（むきばんだ史跡公園） 
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カ 福祉保健部 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

 ささえあい福祉局  

福 祉 保 健 課 
令和６年10月７日 書 面 監 査 

 〃  

孤 独 ・ 孤 立 対 策 課 
令和６年９月10日 〃 

 〃  

福 祉 監 査 指 導 課 
令和６年９月４日 〃  

 〃  

障 が い 福 祉 課 
令和６年９月10日 〃  

 〃  

長 寿 社 会 課 
令和６年９月30日 〃  

 健康医療局  

健 康 政 策 課 
令和６年９月30日 〃  

 〃  

医 療 政 策 課 
令和６年10月４日 〃  

 〃  

医 療 ・ 保 険 課 
令和６年９月30日 〃  

 感染症対策局  

総 合 調 整 課 
令和６年８月26日 〃  

 〃  

感 染 症 対 策 課 
令和６年８月28日 実 地 監 査 

精神保健福祉センター 令和６年８月21日 書 面 監 査 

鳥 取 看 護 専 門 学 校 令和６年８月21日 〃  

倉吉総合看護専門学校 令和６年６月19日 実 地 監 査 

 

（イ）監査結果  

財務に関する事務の執行について、指摘すべき事項及び比較的軽易な注

意すべき事項があった。  

 

〔指摘事項〕 

○ 生活保護システム改修業務委託について、遡って契約していた。（さ

さえあい福祉局孤独・孤立対策課） 

○ 令和３年度新型コロナウイルス感染症に係る行政検査実施業務委託契

約について、国の負担金を財源とすべきところを当該負担金の交付を受

けないで執行しているものがあった。（感染症対策局感染症対策課） 

○ 令和４年度鳥取県診療・検査医療機関休業支援補助金について、交付

決定が遅延していた。（感染症対策局感染症対策課） 
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キ 子ども家庭部 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

子 育 て 王 国 課 令和６年９月４日 書 面 監 査 

家 庭 支 援 課 令和６年９月10日 〃  

子 ど も 発 達 支 援 課 令和６年９月10日 〃 

総 合 教 育 推 進 課 令和６年７月17日 実 地 監 査 

福 祉 相 談 セ ン タ ー 令和６年８月26日 書 面 監 査 

喜 多 原 学 園 令和６年８月１日 〃  

皆 成 学 園 令和６年６月20日 実 地 監 査 

総 合 療 育 セ ン タ ー 令和６年８月21日 書 面 監 査 

鳥 取 療 育 園 令和６年９月10日 〃 

中 部 療 育 園 令和６年７月４日 〃 

 

（イ）監査結果  

財務に関する事務の執行について、比較的軽易な注意すべき事項があっ

た。  

 

 

ク 生活環境部 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

環 境 立 県 推 進 課 令和６年８月28日 実 地 監 査 

脱 炭 素 社 会 推 進 課 令和６年８月26日 書 面 監 査 

衛 生 環 境 研 究 所 令和６年６月19日 実 地 監 査 

原子力環境センター 令和６年７月25日 〃  

自然共生社会局  

自 然 共 生 課 
令和６年８月６日 〃  

〃  

山陰海岸ジオパーク 

海 と 大 地 の 自 然 館 

令和６年８月21日 書 面 監 査 

〃  

循 環 型 社 会 推 進 課 
令和６年８月26日 〃  

〃  

水 環 境 保 全 課 
令和６年７月10日 実 地 監 査 
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実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

 くらしの安心局  

くらしの安心推進課 
令和６年８月26日 書 面 監 査 

 〃  

消 費 生 活 セ ン タ ー 
令和６年８月21日 〃  

 〃  

ま ち づ く り 課 
令和６年７月18日 実 地 監 査 

 〃  

住 宅 政 策 課 
令和６年８月１日 〃  

食 肉 衛 生 検 査 所 令和６年８月21日 書 面 監 査 

東部建築住宅事務所 令和６年８月26日 〃  

 

（イ）監査結果  

財務に関する事務の執行について、指摘すべき事項及び比較的軽易な注

意すべき事項があった。  

 

〔指摘事項〕  

○ 鳥取県水準調査用モニタリングポスト検出部更新業務に係る委託契約

について、積算根拠が不明な見積書を受理していた。（原子力環境セン

ター）  

○ 令和５年度盛土情報管理システム保守委託業務について、支出負担行

為の事務手続が遅延していた。（くらしの安心局まちづくり課）  

○ 第４四半期県営住宅末恒第一団地高齢者見守りサービス異常検知対応

業務委託契約について、支出負担行為の事務手続が遅延していた。（く

らしの安心局住宅政策課）  

 

 

ケ 商工労働部 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

商 工 政 策 課 令和６年８月１日 実 地 監 査 

立 地 戦 略 課 令和６年９月10日 書 面 監 査 

産 業 未 来 創 造 課 令和６年９月27日 〃  

企 業 支 援 課 令和６年９月10日 〃  

通 商 物 流 課 令和６年９月10日 〃  
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実 施 機 関 実   施    日 実  施  方  法  

 雇用人材局  

雇用・働き方政策課 
令和６年９月10日 書 面 監 査 

 〃  

産 業 人 材 課 
令和６年９月10日 〃  

 〃  

鳥取県立鳥取ハローワーク 
令和６年８月21日 〃  

 〃  

鳥取県立倉吉ハローワーク 
令和６年６月19日 実 地 監 査 

 〃  

鳥取県立米子ハローワーク 
令和６年８月21日 書 面 監 査 

 〃  

鳥取県立境港ハローワーク 
令和６年８月21日 〃  

産業人材育成 

セ ン タ ー 

倉吉校  令和６年８月21日 〃  

米子校  令和６年８月21日 〃  

 

（イ）監査結果  

財務に関する事務の執行について、指摘すべき事項及び比較的軽易な注

意すべき事項があった。  

 

〔指摘事項〕 

 ○ 鳥取県新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助金について、交付申

請書兼実績報告書の受理が遅延していた。（商工政策課） 

 ○ 第12回北東アジア産業技術フォーラム及び関連行事に係る大型バス

借り上げについて、支出負担行為の事務手続が遅延していた。（産業未

来創造課） 

○ 鳥取県ビジネス人材副業・兼業活用補助金について、遡って交付決定

をしていた。（雇用人材局鳥取県立鳥取ハローワーク）  

○ ＪＲ倉吉駅「エキパル倉吉」広告掲出契約について、契約伺を支出負

担行為書で行うべきところを一般起案で行っていた。（産業人材育成セ

ンター倉吉校）  

 

 

コ 農林水産部 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

農 林 水 産 政 策 課 令和６年８月29日 書 面 監 査 
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実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

農業振興局  

経 営 支 援 課 
令和６年８月29日 書 面 監 査 

〃  

農 業 大 学 校 
令和６年８月29日 〃  

〃  

生 産 振 興 課 
令和６年８月29日 〃  

 〃  

農 地 ・ 水 保 全 課 
令和６年８月29日 〃  

 畜産振興局  

畜 産 振 興 課 
令和６年８月26日 〃  

 〃  

家 畜 防 疫 課 
令和６年８月29日 〃 

 森林・林業振興局  

林 政 企 画 課 
令和６年８月29日 実 地 監 査 

 〃  

県産材・林産振興課 
令和６年８月１日 〃  

 〃  

森 林 づ く り 推 進 課 
令和６年９月６日 〃  

 水産振興局  

水 産 振 興 課 
令和６年８月29日 書 面 監 査 

 〃 

漁 業 調 整 課 
令和６年８月29日 〃  

 市場開拓局 

販路拡大・輸出促進課 
令和６年８月６日 実 地 監 査 

 〃 

食パラダイス推進課 
令和６年８月29日 書 面 監 査 

東 部 農 林 事 務 所 令和６年８月29日  〃  

東部農林事務所八頭事務所 令和６年６月26日 実 地 監 査 

農 業 試 験 場 令和６年８月29日 書 面 監 査 

園 芸 試 験 場 令和６年８月29日 〃 

鳥 獣 対 策 セ ン タ ー 令和６年４月18日 実 地 監 査 

畜 産 試 験 場 令和６年５月８日 〃 

中 小 家 畜 試 験 場 令和６年８月29日 書 面 監 査 

鳥取家畜保健衛生所 令和６年８月21日 〃 

倉吉家畜保健衛生所 令和６年８月26日 〃  

西部家畜保健衛生所 令和６年８月21日 〃  

林 業 試 験 場 令和６年４月17日 実 地 監 査 

境 港 水 産 事 務 所 令和６年８月29日 書 面 監 査 

栽 培 漁 業 セ ン タ ー 令和６年８月29日 〃 

水 産 試 験 場 令和６年８月29日 〃 
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（イ）監査結果 

財務に関する事務の執行について、指摘すべき事項及び比較的軽易な注

意すべき事項があった。  

 

〔指摘事項〕  

○ 令和５年度登記手続補助業務単価契約について、遡って契約していた。

（農業振興局農地・水保全課）  

○ 行政財産の目的外使用許可（一般国道９号線鳥取西道路の維持管理用）

について、使用許可期間終了後も申請のないまま使用させていた。（森

林・林業振興局林政企画課） 

○ 令和３年度林道施設災害復旧事業（３年災・繰越分）について、補助

事業の額の確定が遅延していた。（森林・林業振興局県産材・林産振興

課）  

○ 境港水産物卸売市場排水処理施設に係る土地貸付契約について、遡っ

て契約していた。（水産振興局水産振興課） 

○ 園芸試験場花き三水準温室温水管漏水調査について、支出負担行為の

事務手続が遅延していた。（園芸試験場）  

○ 出納員管理口座に振込まれた解析委託基本契約外１件の受託事業収入

について、指定金融機関等への払込が遅延しているものがあった。（畜

産試験場） 

 

 

サ 県土整備部 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

県 土 総 務 課 令和６年９月10日 書 面 監 査 

技 術 企 画 課 令和６年９月26日 〃  

道路局  

道 路 企 画 課 
令和６年８月29日 実 地 監 査 

 〃  

道 路 建 設 課 
令和６年９月26日  書 面 監 査 

河川港湾局  

河 川 課 
令和６年９月10日 〃  

 〃  

治 山 砂 防 課 
令和６年９月26日 〃  
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実 施 機 関 実   施    日 実  施  方  法  

 河川港湾局  

港 湾 課 
令和６年９月26日 書 面 監 査 

鳥取県土整備事務所 令和６年９月５日 〃  

八頭県土整備事務所 令和６年６月26日 実 地 監 査 

鳥 取 港 湾 事 務 所 令和６年９月５日 書 面 監 査 

 

（イ）監査結果  

財務に関する事務の執行について、指摘すべき事項及び比較的軽易な注

意すべき事項があった。  

 

〔指摘事項〕  

○ 協働型ボランティア促進事業交付金について、交付決定を遡っていた。

（鳥取県土整備事務所） 

 

 

シ 総合事務所 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

 中 部 総 合 事 務 所   

 

 

 

 

 

県 民 福 祉 局 令和６年７月29日 実 地 監 査 

倉 吉 保 健 所 令和６年７月30日 〃  

環 境 建 築 局 令和６年７月29日 〃  

農 林 局 令和６年７月30日 〃  

県 土 整 備 局 令和６年７月30日 〃  

 西 部 総 合 事 務 所   

 県 民 福 祉 局 令和６年８月１日 書 面 監 査 

米 子 保 健 所 令和６年８月16日 〃  

環 境 建 築 局 令和６年８月26日 〃  

農 林 局 令和６年８月29日 〃  

米子県土整備局 令和６年９月５日 〃  

 日野振興センター  

日 野 振 興 局 
令和６年８月29日 〃  

 〃  

日野県土整備局 
令和６年７月５日 実 地 監 査 
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（イ）監査結果  

財務に関する事務の執行について、指摘すべき事項及び比較的軽易な注

意すべき事項があった。  

 

〔指摘事項〕  

○ 海岸漂着物処理業務について、遡って契約していた。（中部総合事務所

県土整備局）  

○ 中山３期営農飲雑揚水設備工事に係る前払金について、支払の遅延によ

り延滞金を支出していた。（西部総合事務所農林局）  

 

 

ス 会計管理部 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

会 計 指 導 課 令和６年９月３日 書 面 監 査 

統 括 審 査 課 令和６年９月３日 〃 

工 事 検 査 課 令和６年９月３日 〃 

 

（イ）監査結果  

財務に関する事務の執行について、処置する事項は認められなかった。  

 

 

セ 企業局 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

企 業 局 令和６年７月11日 実 地 監 査 

東 部 事 務 所 令和６年７月11日 〃  

西 部 事 務 所 令和６年７月11日 〃  

 

（イ）監査結果  

財務に関する事務の執行について、指摘すべき事項及び比較的軽易な注

意すべき事項があった。  
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〔指摘事項〕  

○ 漁業補償契約について、遡って契約していた。（企業局） 

 

 

ソ 病院局  

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

病 院 局 令和６年７月９日 実 地 監 査 

中 央 病 院 令和６年７月９日 〃 

厚 生 病 院 令和６年７月10日 〃 

 

（イ）監査結果 

財務に関する事務の執行について、比較的軽易な注意すべき事項があっ

た。  

 

 

タ 教育委員会 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

教 育 総 務 課 令和６年８月21日 書 面 監 査 

教 育 環 境 課 令和６年８月21日 〃  

教 育 人 材 開 発 課 令和６年８月28日 実 地 監 査 

教 育 セ ン タ ー 令和６年６月20日 〃  

小 中 学 校 課 令和６年７月17日 〃  

特 別 支 援 教 育 課 令和６年８月21日 書 面 監 査 

高 等 学 校 課 令和６年８月21日 〃  

い じ め ・ 不 登 校 

総 合 対 策 セ ン タ ー 
令和６年７月16日 〃  

社 会 教 育 課 令和６年７月25日 実 地 監 査 

図 書 館 令和６年８月21日 書 面 監 査 

人 権 教 育 課 令和６年８月21日 〃  

美術館整備局  

美 術 館 整 備 課 
令和６年８月21日 〃  

博 物 館 令和６年７月12日 〃  
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実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

体 育 保 健 課 令和６年８月21日 書 面 監 査 

東 部 教 育 局 令和６年４月18日 実 地 監 査 

中 部 教 育 局 令和６年６月28日 書 面 監 査 

西 部 教 育 局 令和６年７月12日 〃  

鳥 取 東 高 等 学 校 令和６年６月28日 〃  

鳥 取 西 高 等 学 校 令和６年７月16日 〃  

鳥 取 商 業 高 等 学 校 令和６年７月12日 〃  

鳥 取 工 業 高 等 学 校 令和６年７月４日 〃  

鳥 取 湖 陵 高 等 学 校 令和６年７月16日 〃  

鳥 取 緑 風 高 等 学 校 令和６年４月15日 実 地 監 査 

青 谷 高 等 学 校 令和６年６月24日 書 面 監 査 

岩 美 高 等 学 校 令和６年７月４日 〃  

八 頭 高 等 学 校 令和６年７月12日 〃  

智 頭 農 林 高 等 学 校 令和６年４月17日 実 地 監 査 

倉 吉 東 高 等 学 校 令和６年７月16日 書 面 監 査 

倉 吉 西 高 等 学 校 令和６年６月28日 〃  

倉 吉 農 業 高 等 学 校 令和６年９月３日 〃  

倉吉総合産業高等学校 令和６年５月８日 実 地 監 査 

鳥取中央育英高等学校 令和６年６月28日 書 面 監 査 

米 子 東 高 等 学 校 令和６年９月３日 〃  

米 子 西 高 等 学 校 令和６年６月24日 〃  

米 子 高 等 学 校 令和６年５月９日 実 地 監 査 

米 子 南 高 等 学 校 令和６年５月９日 〃  

米 子 工 業 高 等 学 校 令和６年９月３日 書 面 監 査 

米 子 白 鳳 高 等 学 校 令和６年６月24日 〃  

境 高 等 学 校 令和６年８月30日 〃  

境港総合技術高等学校 令和６年８月５日 〃  

日 野 高 等 学 校 令和６年５月17日 実 地 監 査 

鳥 取 盲 学 校 令和６年９月３日 書 面 監 査 

鳥 取 聾
ろう

  学  校 令和６年７月24日 〃  

鳥 取 養 護 学 校 令和６年８月30日 〃  

白 兎 養 護 学 校 令和６年４月15日 実 地 監 査 

倉 吉 養 護 学 校 令和６年６月28日 書 面 監 査 

皆 生 養 護 学 校 令和６年９月３日 〃  
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実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

米 子 養 護 学 校 令和６年５月９日 実 地 監 査 

琴の浦高等特別支援学校 令和６年６月24日 書 面 監 査 

ま な び の 森 学 園 令和６年８月１日 〃 

 

（イ）監査結果  

財務に関する事務の執行について、指摘すべき事項及び比較的軽易な注

意すべき事項があった。  

 

〔指摘事項〕 

○ 会計年度任用職員に係る報酬について支払が遅延していた。（教育人

材開発課、体育保健課） 

○ 鳥取県ＩＣＴ活用教育アドバイザーに係る謝金（報償費）について、

支出負担行為の事務手続が遅延していた。（小中学校課） 

○ 鳥取県学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金について、国の補

助金を財源とすべきところを当該補助金の交付を受けないで執行してい

るものがあった。（社会教育課）  

○ 鳥取県育英奨学資金貸付金について、前年度に比べ未収金額は増加し

ており、依然として多額の未収金があった。（人権教育課）  

○ タブレット端末等賃貸借契約について、遡って契約していた。（八頭

高等学校）  

○ 生産品の委託販売契約について、決裁を受けていない内容の契約書で

契約を締結していた。（智頭農林高等学校）  

○ 職員旅費について、過大に支出しているものがあった。（倉吉東高等

学校、倉吉養護学校）  

○ 地域みらい留学参画契約について、遡って契約していた。（日野高等学

校）  

 

 

チ 警察本部 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

警 察 本 部 令和６年７月24日 書 面 監 査 

鳥 取 警 察 署 令和６年６月28日 〃  
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実 施 機 関 実   施    日 実  施  方  法 

郡 家 警 察 署 令和６年４月18日 実 地 監 査 

智 頭 警 察 署 令和６年７月４日 書 面 監 査 

浜 村 警 察 署 令和６年６月28日 〃  

倉 吉 警 察 署 令和６年６月28日 〃  

琴 浦 大 山 警 察 署 令和６年７月４日 〃  

米 子 警 察 署 令和６年７月５日 実 地 監 査 

境 港 警 察 署 令和６年５月17日 〃  

黒 坂 警 察 署 令和６年６月28日 書 面 監 査 

 

（イ）監査結果 

財務に関する事務の執行について、指摘すべき事項及び比較的軽易な注

意すべき事項があった。  

 

〔指摘事項〕 

○ 産業廃棄物の収集運搬及び処分委託契約について、契約伺を支出負担

行為書で行うべきところを一般起案で行っていた。（境港警察署） 

 

 

ツ 監査委員事務局 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

監 査 委 員 事 務 局 令和６年８月２日 書 面 監 査 

 

（イ）監査結果  

財務に関する事務の執行について、比較的軽易な注意すべき事項があっ

た。  

 

 

テ 人事委員会事務局 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

人 事 委 員 会 事 務 局 令和６年３月13日 実 地 監 査 
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（イ）監査結果  

財務に関する事務の執行について、処置する事項は認められなかった。  

 

 

ト 労働委員会事務局 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

労 働 委 員 会 事 務 局 令和６年８月２日 書 面 監 査 

 

（イ）監査結果  

財務に関する事務の執行について、処置する事項は認められなかった。  

 

 

ナ 県議会事務局 

（ア）本監査の実施機関、実施日及び実施方法  

 

実 施 機 関 実   施    日  実  施  方  法  

県 議 会 事 務 局 令和６年８月29日 実 地 監 査 

 

（イ）監査結果  

財務に関する事務の執行について、比較的軽易な注意すべき事項があっ

た。  
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第２ 定期監査の監査意見 

 

１ 業務の大胆な見直しと各所属の人事上の課題に寄り添った対応について 

（政策戦略本部財政課、総務部行政体制整備局人事企画課、行財政改革推進課） 

 
知事部局の正職員定数は、令和６年度が約 3,000 人で５年前（平成 31 年度）

の数字とほぼ変わっていないが、会計年度任用職員は、この５年間で 300 人以上

増加している。これは、正職員の時間外勤務の縮減や育児休業等の取得促進への

対応として、職員定数を維持しながら、会計年度任用職員への振り替えが進めら

れていることも要因の一つと考えられるが、一方で業務のアウトソーシングを進

めている状況を鑑みると、県庁全体の業務量が増加していることが推察される。 

ついては、人口減少や感染症、大規模災害など、多様化・複雑化する行政課題

に機動的に対応するため、デジタル化の強力な推進や市町村との連携などを通じ

て業務を大胆に見直し、ＥＣＲＳの４原則（※）（廃止・集約・代替・簡素化）の

視点で業務の廃止を含めた検討を行われたい。 

なお、業務の見直しに当たって、まずは事業の実績や得られたデータを十分に

評価・分析することを徹底し、事業の取捨選択に繋げられたい。 

 

また、職員配置においては、総合事務所では、部局の要望等を踏まえた工夫や

配慮がなされているものの、単独の地方機関では、深夜勤務等の制限を受けてい

る職員が複数配置され夜勤体制の確保が困難な職場、事務職員１名で現金管理を

伴う職場、業務上の配慮が必要な職員配置により周囲の職員に負担増が生じてい

る職場も見受けられた。 

ついては、職員配置・不足に苦慮している単独の地方機関、少人数職場に対し、

人事当局が状況の把握に努めるとともに、人事当局のみならず関係部局と連携し

て現場に寄り添ったサポートを行うよう努められたい。 

※ＥＣＲＳ（イクルス）の４原則…業務改善のフレームワーク 
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２ 不適正な事務への組織的な対応とデジタル化について 

（政策戦略本部デジタル局兼行政体制整備局デジタル改革課、総務部行政監察・

法人指導課、行政体制整備局行財政改革推進課、会計管理部会計指導課） 

 
定期監査において、複数の所属で同様の不適正な事務が確認されている。そ

の要因としては、職員の関係規程に対する認識不足に加え、現行の制度が形骸

化して実態に合っていない可能性も考えられる。また、令和５年度業務適正化

評価報告書審査意見書（令和６年10月17日付提出）において指摘しているとお

り、不適正な事務を認知しても、要因分析を十分に行うことなく、所属の個別

の問題として完結し、県庁全体で共有されていないことも一因と考える。  
加えて、上記１に記載したとおり、デジタル化の推進は、事務の改善・効率

化の手段であるとともに、会計事務におけるミスの未然防止策としても有効と

考えられ、現在の各種決裁システムのチェック機能強化等により不適正な事務

の削減が期待できる。  
ついては、業務適正化の取組の必要性を再度全職員に周知するとともに、制

度所管課は、定期監査で確認した繰り返される不適正な事務を全体の問題とし

て捉え、発生要因を分析し、制度の見直しや職員研修の実施などにより、適正

な事務の執行を図られたい。 

併せて、デジタル所管課と問題を共有し、会計事務におけるミスの防止を目

的とした各種決裁システムの改修等に引き続き取り組まれたい。 

また、デジタル所管課は、デジタルツールを導入する所属に対して支援を行

うなど、事務のデジタル化を積極的に進められたい。 

 

＜参考１＞  令和５年度決算に係る事務監査で確認した不適正な事務  
区分  内容  件数  所属数  

予算事務  歳出予算執行の不適正（国庫負担金等の未受
納、歳出予算の執行年度誤り）  

4(  1) 3 

収入事務  

未収金の整理の不適正（多額の未収金、督促
状の未発行・発行遅延）  

40(  4) 29 

調定の不適正（納期限の不適正、調定の遅延
等）  

21( 16) 18 

その他（歳入金の払込の遅延等）  16(  9) 12 

支出事務  
旅費の過大請求  46( 46) 46 
支出負担行為の不適正（起案の遅延等）  33( 24) 30 
その他（支払遅延等）  42( 25) 35 

契約事務  
履行確認の不適正（検査員任命の不適正等）  22( 18) 20 
契約書の不適正（契約内容の不備等）  17( 11) 15 
その他（発注伺の未審査等）  60( 44) 43 

補助金等  
事  務  

補助金の交付事務の不適正等（実績報告書受
理の遅延等）  

17(  7) 10 
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区分  内容  件数 所属数 
財産管理
事  務  

県有財産及び物品の管理の不適正  32( 24) 22 
県有財産及び物品の取得又は処分の不適正等  17( 16) 15 

その他の
事  務  

所属で開設管理する口座の検査の不適正等  18(  0) 18 

合       計  385(245) 152 
（注１）内容欄の（ ）内は主な内容である。  
（注２）件数欄の（ ）内は業務適正化における自己チェックで不適正な事務を「不適

正」としていなかった件数である。  
（注３）合計欄の所属数は実所属数であり、重複により各内訳の合計と一致しない。  
 

＜参考２＞令和５年度業務適正化評価報告書審査意見書（抜粋）  
第２ 意見 

（３）その他 
      ② 業務適正化の対象事務において、同様の不適切事務が複数の所

属で確認されていることから、各所属の認識不足や確認不足で終
わらせることなく、組織的な改善を図る必要がある。 

        ついては、不適切な事務が発生する要因を分析し、旅費システ
ムや財務等の電子決裁システムにおいて、ポップアップ表示やエ
ラーチェック機能の充実等を工夫し、繰り返し発生する不適切事
務の削減に努められたい。 
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３ 公共施設の改修・更新・機能強化について 

（総務部営繕課、教育委員会事務局教育環境課） 

 
県の財務諸表において、施設の老朽化を示す有形固定資産減価償却率が直近の

令和４年度で78.3％となっており、県有施設の老朽化が顕著となっている。  
現在、「鳥取県県有施設中長期保全計画」など中長期の計画を策定し、県の建

物・設備の老朽化の程度等を一元的に管理するとともに、優先順位付けして、修

繕・更新に取り組まれている。  
しかし、今年度定期監査を実施した入所施設等において、居住空間に雨漏りが

生じていたり、野外での活動が困難な児童が多いにもかかわらず体育館にエアコ

ンが整備されていないなど、対応が遅れているものが散見され、現場と財政当局

の意識のずれが感じられた。両者を繋ぐ営繕所管課が現場の実態、緊急の度合い

などを主体的に把握することが必要である。  
ついては、営繕所管課が施設管理者との情報共有を密に図り、施設の修繕・更

新・機能強化に取り組まれたい。 

また、社会情勢や環境変化を踏まえ、利用者目線の安全確保などの観点から優

先順位を見直されたい。  
 

     ※令和３年度の有形固定資産減価償却率 
      全国平均…61.6％ 
      鳥 取 県…78.4％ 
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４ 様々な課題を抱える子どもたちの自律に向けた成人までの支援体制の構築に

ついて 

（福祉保健部障がい福祉課、子ども家庭部子ども発達支援課、教育委員会事務

局特別支援教育課、高等学校課、いじめ・不登校総合対策センター） 

 
福祉・教育等の定期監査を行う中で、強度行動障がい児の移行先が決まらず、

障害児入所施設に入所し続ける、いわゆる「過齢児」が問題となっている施設

や、不登校やひきこもりによる生徒の中途退学が増加傾向にある高等学校が確認

された。  
行政においては、これらの課題解決に向け、福祉・教育等、それぞれの立場か

ら子どもの特性に応じた対策を実施しているところであるが、個別の課題が生じ

た背景の中から、その要因を抽出し、社会全体の課題として俯瞰的に対策を検討

する必要があると感じられた。  
特に、課題を抱える子どもたちの自律に向けた取組については、乳幼児期から

成人するまでの間の一貫した支援が必要であり、関係機関の密な連携は欠かせな

いと考える。  
ついては、障がい児や不登校生徒等、様々な課題を抱える子どもたちの自律

に向け、県・市町村の枠組を越えた共通の課題として捉え、市町村に積極的に

働きかけて一体的に取り組むことにより、更に効果的な体制の構築を図られた

い。 
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第３ 定期監査の重点事項の調査結果 

 

随意契約について 

地方公共団体が締結する契約の方法については、法第234条において一般競争入札を原則

とし、随意契約は同法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の

２第１項各号に定められた事項に該当する場合に限り行うことができるとされている。随

意契約は競争入札に比べて事務手続が簡略である反面、その運用を誤ると契約の相手方が

一部の者に偏重し、公正な取引の確保を損なうことにもなりかねないという懸念もある。 

特に、随意契約のうち特定の一者のみを契約の相手方とする随意契約の場合は、選定に

ついての公正性・透明性や競争性・経済性などに問題が伴うおそれがあることから、より

慎重かつ厳正な運用が求められている。 

また、令和３年度業務適正化評価報告書審査意見において、契約に関する事務処理の改

善が図られていない事案が散見されたことから、業務点検チェックリスト等の運用状況の

確認を求めたところ、令和４年度から中間評価を新たに実施されることとなったが、ここ

数年の定期監査の結果、随意契約における予定価格の作成等に関する不適正事例が見受け

られる状況となっていることから、随意契約の事務手続が適正に実施されているか重点的

に確認することにより、今後の適正な事務の執行に資するため、令和５年度決算に係る重

点事項として監査を実施した。 

１ 監査対象及び方法 

（１）調査対象機関 

監査対象227機関のうち、事務監査を実地で行った76機関 

（２）調査対象事務 

施行令第167条の２第１項第２号から第９号までで認められている随意契約のう

ち、特定の一者のみから見積書を徴して行う随意契約（予定価格が20万円以上のもの）

に関する事務 

（３）調査方法 

調査対象事務を、同種の業務に偏らないよう１機関５件以内で選定し、調査項目 

について、確認及び聞き取り等を行った。 
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２ 重点調査項目 

調査対象事務について、確認した項目は、以下のとおりである。 

（１）随意契約の根拠について 

ア 適用条項 

イ 適用条項に該当する理由の記載内容 

（ア）対象事務の内容 

（イ）随意契約の理由 

（ウ）仕様の変更や業務の分離・分割等で競争入札等ができる余地はないか確

認しているか。 

（エ）主要な業務を他者に再委託していないか。 

（オ）他機関、他の自治体で類似業務を競争入札等されている事例はないか  

確認しているか。 

（カ）新規業者の参入等の状況変化で他業者の参入が可能となっていないか 

確認しているか。 

（２）同一業者との契約の継続について 

ア 契約の相手方 

イ 契約の継続回数 

ウ 履行評価の実施 

エ 予定価格及び当初契約額 

（３）予定価格の積算について 

ア 予定価格の積算方法 

イ 予定価格に対する当初契約額の割合 

（４）予定価格調書の作成・保管について 

ア 予定価格調書の作成 

（ア）作成時期は適切か。 

（イ）契約権者が作成しているか。 

（ウ）封書にしてあるか。 

イ 予定価格調書の保管 

（ア）保管責任者は誰か。 

（イ）保管場所はどこか。施錠の有無。 

３ 監査結果 

  重点調査項目を調査した結果、概ね適正に事務が執行されていた。 
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４ 監査意見 

随意契約の理由について 

契約事務処理要領（平成30年10月30日付第201800172587号鳥取県会計管理者通知）

において、随意契約による場合は「政令で定める場合に該当するときに限り認められ

た契約方法であり、この方法による理由を明確にしておく必要がある。」とされてい

る。しかし、調査の結果、関連起案に理由の記載がないもの、理由が明確ではないと

思われるものが見受けられた。 

随意契約のうち特定の一者のみを相手とするいわゆる一者随意契約は、真にやむを

得ない理由があり、かつ、契約を締結できる者が一者に限定される場合にのみ認めら

れるものであるから、その理由や選定過程を具体的に明らかにし、県民に対し説明責

任を果たすことが求められると考える。 

ついては、一者随意契約とする理由について、具体的に記載するよう徹底さ

れたい。 

また、同一業者と繰り返し一者随意契約を行っているものについては、社会

状況等の変化を勘案し、適宜、他の類似業務の契約事例や他業者の参入状況等

を幅広に情報収集した上で、委託先を決定するよう図られたい。 
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＜重点事項調査結果の詳細＞ 

１ 調査対象機関及び根拠別内訳 

（単位：機関、件、％） 

注１ 関連起案に根拠号数の記載がないものは、調査時に聞き取りを行った。 
注２ 複数の号数を根拠としている契約があるため、調査対象契約件数の合計と根拠号数の内訳の合計は一致しない。 
注３ 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）の適用を受ける機関（※の機関）については、地方公営企業法施行令

（昭和27年政令第403号）第21条の13第１項の適用号数である。 
・なお、地方公営企業法施行令の改正（令和６年４月１日付）に伴い、調査対象契約の随意契約理由の根拠法令を、
次のとおり読み替えている。 

読み替え後 読み替え前 
地方公営企業法施行令第 21 条の13第１項 地方公営企業法施行令第 21 条の 14第１項 

＜参考＞施行令第167条の２第１項 
第２号 不動産の買入れ・借入れ、物品の製造・修理・加工・納入に使用させるため必要な物品の売払い

その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しない場合 
第３号 障害者福祉施設、認定生活困窮者就労訓練事業施設、母子・父子福祉団体、シルバー人材セン

ター等から物品の調達又は役務の提供を受ける契約をする場合 
第４号 新事業開拓認定事業者が生産する新商品の買入れ・借入れる契約をする場合、新役務の提供を受

ける契約をする場合 
第５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 
第６号 競争入札に付することが不利と認められるとき。 
第７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 
第８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 
第９号 落札者が契約を締結しないとき。 

 

２ 調査項目別の状況 

  調査項目について、以下のとおり不適正事例が見受けられた。 
＜随意契約の根拠に係る事項のうち再委託に係る事項＞ 
・「契約金額の50パーセントを超える再委託又は業務の中核となる部分の再委託は特段の理由がない場合は認
めない」ことを契約書に定めていなかった。（２件） 

・契約書で、「受託者が契約金額の50パーセントを超える再委託又は業務の中核となる部分の再委託をする場
合は、県の承認が必要」と定めているにもかかわらず、承認を行わずに再委託をさせていた。（１件） 

＜同一業者との契約の継続に係る事項のうち当初契約額に係る事項＞ 
・積算根拠の内訳が記載されていない見積書を受理していた。（１件） 

＜予定価格調書の作成に係る事項＞ 
・予定価格調書を封書にしていなかった。（５件） 

２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号 ９号 計
政 策 戦 略 本 部 5 17 16 0 0 0 1 0 0 0 17
輝く鳥取創造本部 4 20 19 0 0 1 0 0 0 0 20
総 務 部 5 21 21 0 0 0 0 0 0 0 21
危 機 管 理 部 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9
地域社会振興部 9 37 36 0 0 0 0 0 1 0 37
福 祉 保 健 部 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
子 ど も 家 庭 部 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
生 活 環 境 部 7 35 34 0 0 0 0 0 1 0 35
商 工 労 働 部 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
農 林 水 産 部 8 31 30 0 0 1 0 0 0 0 31
県 土 整 備 部 2 10 7 0 0 3 0 0 0 0 10
総 合 事 務 所 5 14 13 0 0 1 0 1 0 0 15
会 計 管 理 部 - - - - - - - - - - -
企 業 局 （ ※ ） 2 9 7 0 0 1 0 0 1 0 9
病 院 局 （ ※ ） 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 15
教 育 委 員 会 13 38 36 0 0 0 1 0 1 0 38
警 察 本 部 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
各 種 委 員 会 等 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
県 議 会 事 務 局 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5

計 76 277 264 0 0 7 2 1 4 0 278

比 率 - - 95.0 0.0 0.0 2.5 0.7 0.4 1.4 0.0 100

調査対象
機関数

調査対象
契約件数

根　拠　号　数
機関

項目
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・予定価格調書を作成していなかった。（２件） 
・予定価格調書を２通作成していた。（１件） 
・支出負担行為書に予定価格を記載していなかった。（１件） 
・物品請求書に予定価格を記載していなかった。（１件） 

３ 業務種別及び理由種別 

（単位：件、％） 

注 業務種別のうち、情報化関連、施設等維持管理、広告等企画運営は次のとおり分類している。 
 ・情報化関連（システム・機器の開発、改修、運営、保守等） 
・施設等維持管理（電気・機械設備、機器、施設等の保守、清掃、除雪等） 

 ・広告等企画運営（広報、広告、イベント、研修等の企画運営） 
 
４ 同一業者との契約の継続 

（単位：件、％） 

 
５ 予定価格の積算根拠（業務種別） 

（単位：件、％） 

注 調査対象契約件数277件のうち、予定価格を積算していなかったもの（2件）及び契約事務処理要領で定める予定価
格調書以外の書面等に予定価格の記載が不要なもの（24件）を除いた件数である。 

計 比率 ２回 ３～４回 ５回以上
前回契約
と同額

前回契約と
異なる額

記載不要
前回契約
と同額

前回契約と
異なる額

158 57.0 21 27 110 63 76 19 66 92

2 0.7 － － － 0 1 1 0 2

117 42.3 － － － － － － － －

277 100 21 27 110 63 77 20 66 94

－ － 13.3 17.1 69.6 39.4 48.1 12.5 41.2 58.8比率

計

継続性なし

契約額予定価格同一業者との契約の継続回数

前回と同一業者を選定

前回と異なる業者を選定

契約相手

業務の
専門性

業務の
継続性

過去の実績
(業務に精通)

業務の提供者
が限定的

業務の
秘密性

プロポーザル
方式等

その他 計 比率

情報化関連 40 2 1 14 0 0 0 57 20.6

施設等維持管理 30 0 1 6 0 0 7 44 15.9

広告等企画運営 15 1 10 33 0 4 4 67 24.2

調査研究 5 0 0 5 0 0 1 11 4.0

工事、修繕 6 0 2 8 0 0 6 22 7.9

物品製作、購入 5 0 0 7 0 0 1 13 4.7

賃貸借 0 0 1 4 0 0 3 8 2.9

その他 28 6 4 9 3 2 3 55 19.8

計 129 9 19 86 3 6 25 277 100

比率 46.6 3.2 6.9 31.0 1.1 2.2 9.0 100 －

業務種別
理由種別

参考見積
（１者・契約
事業者）

参考見積
（１者・契約
事業者以外）

参考見積
（２者以上）

単価表・積
算基準等

前年度
契約額

類似事業の
積算内容

カタログ類 予算額 その他 計 比率

情報化関連 39 0 0 2 3 0 0 10 2 56 22.3

施設等維持管理 31 0 0 6 0 0 0 4 0 41 16.3

広告等企画運営 34 0 0 6 0 0 0 23 2 65 25.9

調査研究 1 1 0 4 0 0 0 3 1 10 4.0

工事、修繕 9 0 1 8 0 0 0 1 1 20 8.0

物品製作、購入 9 0 0 0 0 0 1 1 0 11 4.4

賃貸借 3 0 0 3 0 0 0 1 1 8 3.2

その他 11 0 0 7 1 0 0 12 9 40 15.9

計 137 1 1 36 4 0 1 55 16 251 100

比率 54.6 0.4 0.4 14.3 1.6 0.0 0.4 21.9 6.4 100 －

業務種別

積算根拠
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（参 考 １） 

令和５年度決算に係る定期監査の処置の概要 

 

監査の結果、152機関において、是正や注意喚起が必要な事項が385件確認されました。 

その内訳は、指摘事項51件、注意事項334件となっており、不適正事務の総数は昨年度に比べて35件増加しまし

た。 

依然として複数の機関で同様の不適正事務が確認されており、発生要因については、担当者、上司の関係規程

等に対する認識不足や上司の内容確認不足による事案が多く見受けられました。 

 

１ 件 数 

（単位：件、（機関）） 

区 分 勧  告 指  摘 注  意 合  計 

本  庁 ０（ ０） ３５（ ２９） １８２（ ７０） ２１７（ ７２） 

地方機関 ０（ ０） １６（ １６） １５２（ ７３） １６８（ ８０） 

合 計 ０（ ０） ５１（ ４５） ３３４（１４３） ３８５（１５２） 

（注）１ 合計欄は実件数又は実機関数であり、重複により各内訳の合計と一致しないことがある。 

２ 過去４年間の定期監査による不適正事案件数の状況は、34頁のとおり。 

 
（参考） （単位：件、（機関）） 

区 分 勧  告 指  摘 注  意 合  計 

令和４年度決算 ０（ ０） ７４（ ５１） ２７６（１１８） ３５０（１３５） 

令和３年度決算 １（ １） ５６（ ３９） ２８１（１２５） ３３８（１３５） 

令和２年度決算 ０（ ０） ３８（ ３２） ３５９（１３６） ３９７（１４２） 

 

２ 事項別内訳 

 

（１）全 体 

区 分 件 数 主  な  内  容 

予 算 事 務 4(  0)国庫負担金等の未受納〔2〕、歳出予算の執行年度誤り〔2〕 

収 入 事 務 77( 64)多額の未収金〔32〕、歳入金の払込の遅延〔10〕、督促状の未発行・発
行遅延〔8〕、納期限の不適正〔8〕、調定の遅延〔5〕 

支 出 事 務 121( 95)支出金額の誤り〔47〕、支出負担行為の不適正〔33〕、支払遅延
〔17〕、資金前渡の精算の遅延〔5〕 

契 約 事 務 99( 93)検査員任命の不適正〔12〕、契約内容の不備〔10〕、発注伺の未審査
〔9〕、見積書の不適正〔7〕、予定価格調書の未作成等〔7〕、契約書作
成手続の不適正〔3〕、委託業務実施状況の未確認〔1〕 

補助金等事務 17(  7)実績報告書受理の遅延等〔4〕、交付申請書受理の遅延〔3〕、額の確定

の遅延〔1〕 

財産管理事務 49( 37)物品管理事務の不適正〔31〕、物品の取得・処分事務の不適正〔16〕、
行政財産使用許可未手続〔1〕 

その他の事務 18( 54)所属で開設管理する口座の検査の未実施等 

合 計 385(350) 

（注）件数欄の（ ）内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。 
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（２）指 摘 

区 分 件 数 内        容 

予 算 事 務 2( 0)国庫負担金等の未受納〔2〕 

収 入 事 務 2( 6)多額の未収金〔1〕、歳入金の払込の遅延〔1〕 

支 出 事 務 36(41)支出負担行為の不適正〔33〕、支払遅延〔1〕、支出金額の誤り〔2〕 

契 約 事 務 6(23)
予定価格調書の未作成等〔3〕、見積書の不適正〔1〕、契約書作成手続

の不適正〔1〕、委託業務実施状況の未確認〔1〕 

補助金等事務 2( 2)交付申請書受理の遅延〔1〕、額の確定の遅延〔1〕 

財産管理事務 3( 2)物品の取得・処分事務の不適正〔2〕、行政財産使用許可未手続〔1〕 

合 計 51(74) 

（注）件数欄の（ ）内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。 
 

（３）注 意 

区 分 件 数 主  な  内  容 

予 算 事 務 2(  0)歳出予算の執行年度誤り〔2〕 

収 入 事 務 75( 58)
多額の未収金〔31〕、歳入金の払込の遅延〔9〕、督促状の未発行・発
行遅延〔8〕、納期限の不適正〔8〕、調定の遅延〔5〕 

支 出 事 務 85( 54)支出金額の誤り〔45〕、支払遅延〔16〕、資金前渡の精算の遅延〔5〕 

契 約 事 務 93( 70)
検査員任命の不適正〔12〕、契約内容の不備〔10〕、発注伺の未審査
〔9〕、見積書の不適正〔6〕、予定価格調書の未作成等〔4〕、契約書作
成手続の不適正〔2〕 

補助金等事務 15(  5)実績報告書受理の遅延等〔4〕、交付申請書受理の遅延〔2〕 

財産管理事務 46( 35)物品管理事務の不適正〔31〕、物品の取得・処分事務の不適正〔14〕、 

その他の事務 18( 54)所属で開設管理する口座の検査の未実施等 

合 計 334(276) 

（注）件数欄の（ ）内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。 
 

３ 不適正事務の発生要因 

（単位：件、％） 

区    分 
件  数 割  合 

〔前年度〕 勧告 指摘 注意 計 

①上司の進行管理不足    －     23 60 83   21.6 [18.3] 

②上司の内容確認不足    －     6 96 102 26.5 [22.9] 

③担当者や上司の関係規程等への認識不足等    －    13 110 123 31.9 [44.8] 

④担当者の失念、判断誤り    －  4 21 25 6.5 [ 2.6] 

⑤団体の書類提出の遅延等    － 4 16 20 5.2 [ 1.4] 

⑥その他（多額の未収金がある場合等）    － 1 31 32 8.3 [10.0] 

合    計    － 51   334   385  100.0 

（注）区分欄の発生要因は、鳥取県監査実施要綱第16条に規定する事務監査結果報告書の項

目別に分類している。 
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（参 考 ２） 

監 査 処 置 基 準 等 に つ い て 

 

１ 鳥取県監査実施要綱（抜粋） 

別表第３（第５条関係） 

監  査  処  置  基  準 

処置区分 処  置  の  事  案 処  置  の  内  容 

勧  告 次の１～３に該当するもので監査委員
が特に必要と認めたもの 
１ 法令（条例、規則その他の規程を含む。
以下、同じ。）に違反したもの 
又は不当なもので、重大なもの 

２ 著しく妥当性を欠くもの 
３ 著しく不経済又は非効率なもの 

１ 法に基づく勧告及び公表をする 
２ 報道機関等に内容を公開する 
３ 代表監査委員は、部局長及び監査実施機関の長
に対し、文書で今後適切な取扱い又は改善を行う
よう通知し、その処理方針について回答を求める 

指  摘 １ 法令に違反したもの 
又は不当なもので、重大なもの 

２ 著しく妥当性を欠くもの 
３ 著しく不経済又は非効率なもの 

１ 法に基づく報告及び公表をする 
２ 報道機関等に内容を公開する 
３ 代表監査委員は、部局長及び監査実施機関の長
に対し、文書で今後適切な取扱い又は改善を行う
よう通知し、必要に応じその処理方針について回
答を求める 

注  意 指摘に至らない比較的軽易なもの 代表監査委員は、部局長及び監査実施機関の長に
対し、文書で是正を求め又は注意を喚起する 

備考 上記の処置区分による処置が適当でないと認められるときは、その他の処置をすることができる。 

 

２ 監査処置基準の運用指針（抜粋） 

区  分 項   目 指 摘 の 具 体 的 基 準 

１ 予 算 ○予算執行の不
適正 

○債務負担行為又は予算流用が適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの 

○繰越手続きがなされていないもの 
・全部 

○その他 ○その他予算事務に関し適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの 

２ 収 入 ○調定の不適正 ○調定漏れ又は調定金額が誤っているもの 
・合計額５万円以上 

○調定の遅延しているもの 
・合計額50万円以上で３か月以上 
・合計額10万円以上で６か月以上 

○納期限が適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの 

○年度区分又は収入科目を誤っているもの 
・重大なもの又は著しいもの 

○現金収受の不
適正 

○直接収納した収納金の払込みの遅延しているもの 
・合計額５万円以上で１週間以上 
・合計額１千円以上５万円未満で１か月以上 

○現金、有価証券の保管又は取扱いが適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの 

○現金（有価証券）領収証書の取扱いが適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの 

○未収金の整理
の不適正 

○未収金に対する措置が適正を欠くもの 
・重大なもの又は著しいもの 
・未収金額が１百万円以上の案件のうち、取組が特に不十分と認められる
もの 

○その他 ○その他収入事務に関し適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの 
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区  分 項   目 指 摘 の 具 体 的 基 準 

３ 支 出 ○支出負担行為
の不適正 

○支出負担行為が行われていないもの又は適期に行われていないもの 
・全部 

○必要な審査を受けていないもの 
・重大なもの又は著しいもの 

○支出命令の不
適正 

○支出金額の誤っているもの 
・合計額５万円以上 

○支払いの遅延しているもの 
・延滞金を支払ったもの 

○資金前渡又は概算払の精算の遅延しているもの 
・返納額の合計額10万円以上で１か月以上 
・返納額の合計額１万円以上で３か月以上 
・返納額の合計額１千円以上１万円未満で６か月以上 

○歳出戻入が遅延しているもの 
・返納額の合計額10万円以上で１か月以上 
・返納額の合計額１万円以上で３か月以上 
・返納額の合計額１千円以上１万円未満で６か月以上 

○その他 ○その他支出事務に関し適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの 

４ 契 約 ○予定価格の不
適正 

○予定価格が決定されていないもの 
・競争入札に付したもの又は１件100万円以上のもの 

○積算が適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの 

○入札手続き等
の不適正 

○業者の選定及び入札手続きの適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの 

○随意契約の不
適正 

○見積書が適正でないもの又は不足するもの 
・重大なもの又は著しいもの 

○契約書の不適
正 

○契約書の作成手続きが適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの（契約締結事務の遡及は支出による） 

○契約書の内容が適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの（暴力団排除条項・再委託・追完請求など） 

○契約保証金等
の不適正 

○契約保証金又は入札保証金の免除が適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの 

○契約変更の不
適正 

○契約変更の理由、金額及び手続きの適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの 

○履行確認の不
適正 

○適期に完了確認をしていないもの又は不十分なもの 
・重大なもの又は著しいもの 

○その他 ○その他契約事務に関し適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの 

５ 補助金等 ○補助金等の交
付事務の不適
正 

○交付申請（変更を含む。）が遅延しているもの 
・交付要綱・通知等で提出期限があるもののうち６か月以上の遅延 
・提出期限の定めがないもので、既に事業着手している単県事業のうち６
か月以上の遅延（やむを得ない事情がある場合を除く） 

・提出期限の定めがないもので、既に事業完了している単県事業のうち６
か月以上の遅延（災害等、要綱等により事業完了後交付申請するものを除
く） 

○交付決定が遅延しているもの 
・重大なもの又は著しいもの（６か月以上の遅延） 

○実績報告書が提出されていないもの若しくは遅延しているもの又は内容が
不適当なもの 
・重大なもの又は著しいもの（遅延については６か月以上のもの） 

○額の確定が遅延しているもの 
・単県事業で出納整理期間を超えるもののうち６か月以上の遅延 
・単県事業で実績報告提出後１か月以上の遅延のうち６か月以上の遅延 
・国庫補助事業で国の確定通知受理後１か月以上の遅延のうち６か月以上
の遅延 
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区  分 項   目 指 摘 の 具 体 的 基 準 

５ 補助金等 ○その他 ○その他補助金事務に関し適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの 

６ 工事の 
執 行 

○その他 ○その他工事の執行に関し適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの 

７ 財 産 ○県有財産及び
物品の取得又
は処分の不適
正 

○取得又は処分の事務手続きが適正でないもの 
・著しいもの 

○県有財産及び
物品の管理の
不適正 

○管理の事務手続きが適正でないもの 
・著しいもの 

８ その他 ○その他 ○１から７の区分の各項目に該当しない適正でないもの 
・重大なもの又は著しいもの 

注１ 処置基準で指摘となる「重大なもの又は著しいもの」等は、類似項目に設定された基準との権衡を考慮し

て判断する。 

２ 特別な事情のあるものは上記基準と異なることもある。 

３ 上記基準に該当する場合であっても、次に該当する場合には原則として処置しない。 

(1) 部局長協議 

会計規則・要綱・通知等に問題があるため、部局長協議を行って改善を求めることが適当であるもの。 

(2) 行政監査対応 

当該年度に実施する行政監査のテーマに合致するものであり、行政監査の結果として改善を求めるこ

とが適当であるもの。 

４ 物品については原則として物品事務取扱規則第３条第１項第２号を除くものとする。 
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（参 考 ３） 

令和５年度決算に係る定期監査結果に基づく指摘事項 

 

Ⅰ 予算事務                                   （ページ） 

１ 国庫負担金の受入について（感染症対策局感染症対策課） ··························· 40 

２ 国庫補助金の受入について（社会教育課） ········································· 40 

 

 

Ⅱ 収入事務                                   （ページ） 

３ 歳入金の払込について（畜産試験場） ············································· 41 

４ 鳥取県育英奨学資金貸付金の回収について（人権教育課） ··························· 41 

 

 

Ⅲ 支出事務 

５ 延滞金の支出について（西部総合事務所農林局） ··································· 42 

６ 報酬の支払について（教育人材開発課、体育保健課） ······························· 42 

７ 契約締結の事務手続について（政策戦略局企画課） ································· 43 

８ 契約締結の事務手続について（政策戦略局広報課） ································  43 

９ 支出負担行為の事務手続について（中山間・地域振興局人口減少社会対策課） ········· 44 

10 契約締結の事務手続について（観光交流局国際観光・万博課） ······················  45 

11 契約締結の事務手続について（消防防災課） ······································· 45 

12 契約締結の事務手続について（スポーツ振興局スポーツ課） ························· 46 

13 契約締結の事務手続について（文化財局文化財課） ································  46 

14 契約締結の事務手続について（文化財局とっとり弥生の王国推進課） ················  47 

15 契約締結の事務手続について（ささえあい福祉局孤独・孤立対策課） ················  47 

16 支出負担行為の事務手続について（くらしの安心局まちづくり課） ··················· 48 

17 支出負担行為の事務手続について（くらしの安心局住宅政策課） ····················  48 

18 契約締結の事務手続について（産業人材育成センター倉吉校） ······················· 49 

19 契約締結の事務手続について（農業振興局農地・水保全課） ························· 49 

20 契約締結の事務手続について（水産振興局水産振興課） ····························· 50 

21 契約締結の事務手続について（中部総合事務所県土整備局） ························· 50 

22 契約締結の事務手続について（企業局） ··········································· 51 

23 契約締結の事務手続について（八頭高等学校） ····································· 51 

24 契約締結の事務手続について（日野高等学校） ····································· 52 

25 契約締結の事務手続について（境港警察署） ······································· 52 

26 支出負担行為の事務手続について（中山間・地域振興局人口減少社会対策課） ········· 53 

27 補助金等の交付決定について（観光交流局観光戦略課） ····························· 53 

28 補助金の交付決定について（県民参画協働課） ····································· 54 

29 補助金の交付決定について（文化財局文化財課） ··································· 54 

30 補助金の交付決定について（文化財局とっとり弥生の王国推進課） ··················· 55 

31 補助金の交付決定について（感染症対策局感染症対策課） ··························· 55 

32 補助金の交付決定について（雇用人材局鳥取県立鳥取ハローワーク） ················· 56 

33 交付金の交付決定について（鳥取県土整備事務所） ································· 56 

34 支出負担行為の事務手続について（男女共同参画センター） ························· 57 
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35 支出負担行為の事務手続について（小中学校課） ··································· 57 

36 支出負担行為の事務手続について（産業未来創造課） ······························· 57 

37 支出負担行為の事務手続について（園芸試験場） ··································· 58 

38 職員旅費に係る支出金額について（倉吉東高等学校） ······························· 58 

39 職員旅費に係る支出金額について（倉吉養護学校） ································· 59 

 

 

Ⅳ 契約事務 

40 予定価格調書の決定について（政策戦略局東京本部） ······························· 60 

41 発注伺の作成等について（市町村課） ············································· 60 

42 予定価格調書の作成について（消防防災課） ······································· 60 

43 見積書の徴取について（原子力環境センター） ····································· 61 
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Ⅰ 予算事務 

１ 国庫負担金の受入について（感染症対策局感染症対策課） 

内    容 

 
令和３年度新型コロナウイルス感染症に係る行政検査実施業務委託契約について、国の負担金を財

源とすべきところを当該負担金の交付を受けないで執行しているものがあった。 
 
・概 要：県の支払事務の遅延により国への負担金請求が遅延したため、国の負担金の交付

を受けることができず全額県費で執行したもの。 
・契約の相手方：（株）Ａ 
・支 払 額： 891,000 円 
・予定国費財源額： 445,500 円（感染症予防事業費等国庫負担金（1/2）の充当が可能）  
・実国費受入額：    0 円 
・差引財源不足額：△445,500 円 
 
・発 生 の 要 因：担当者及び上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：予算事務が著しく不適正 

 

 

 

 

２ 国庫補助金の受入について（社会教育課） 

内    容 

 
鳥取県学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金について、国の補助金を財源とすべきところを

当該補助金の交付を受けないで執行しているものがあった。 
 

・概   要：国から市町村への間接補助金（国 1/3、県 1/3、市町村 1/3）について、日野町から
実績報告書の修正版が提出されたにもかかわらず、国への補助金の実績報告額を修
正前の金額で行ったため、国の交付を受けられなかった補助額を単県で執行するこ
ととなったもの。 

・交付の状況 
 確定額 左の財源 

 国費 県費 
交付額  44,569,000 円 

(3,513,000 円) 
正 22,273,000 円 22,296,000 円 
誤 

(実財源) 
22,067,000 円 22,502,000 円 

差 引 △206,000 円 206,000 円 
誤 

(国報告額) 
44,157,000 円 
(3,101,000 円) 

  
22,067,000 円 

 
22,502,000 円 

（ ）書は、日野町分 
 

・発 生 の 要 因：担当者の失念（担当者が差替前の実績報告書で事務を実施したもの） 
・指摘の考え方：予算事務が著しく不適正 
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Ⅱ 収入事務 

３ 歳入金の払込について（畜産試験場） 

内    容 

 
出納員管理口座に振込まれた解析委託基本契約外１件の受託事業収入について、指定金融機関等へ

の払込が遅延しているものがあった。 
 
・概   要：相手方に振込予定日の連絡を依頼していたが連絡がなかったため、払込が遅延した。

なお、事後調定は行っていた。 

契約名 収納額 
出納員管理
口座への 
入金日 

収納期限日 
県口座へ
の収納日 

遅延 
日数 

解析委託基本契
約 

第１回 5,070,000 円 R5. 4.28 R5. 5. 1 R5. 5.11 10 日 
第３回 1,728,000 円 

R5.10.31 R5.11. 2 R5.11.17 15 日 
第４回 576,000 円 

ゲノミック評価
委託基本契約 

第２回 2,455,200 円 R5.11.21 R5.11.24 R5.12. 1 7 日 

合 計 9,829,200 円 － 
 

・発 生 の 要 因：上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：収入事務が著しく不適正（合計額５万円以上で１週間以上の遅延） 

 

 

 

 

４ 鳥取県育英奨学資金貸付金の回収について（人権教育課） 

内    容 

 
鳥取県育英奨学資金貸付金について、前年度に比べ未収金額は増加しており、依然として多額の未

収金があった。 
 

・調 定 額：845,098,628円 
・収 入 済 額：741,948,889円 
・不 納 欠 損 額：   72,400円 
・未 収 金 額：103,077,339円 
・前年度未収金額： 89,769,279円 
・増加した未収金額： 13,308,060円 
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Ⅲ 支出事務 

５ 延滞金の支出について（西部総合事務所農林局） 

内    容 

 
中山３期営農飲雑揚水設備工事に係る前払金について、支払の遅延により延滞金を支出していた。 

 
・概 要：支払担当者が書類の見落としにより、前金払の手続きを行っていなかった。監督員

が受注者への部分払の予定を確認した際、前払金の未払が発覚したもの。 
・前 払 金 の 額：21,640,000 円 
・前金払申出日：Ｒ５.10.５ 
・支 払 期 限：Ｒ５.10.19 
・前払金支払日：Ｒ５.11.16 
・遅 延 日 数：28 日 
・延 滞 金 の 額：49,801 円 
・延滞金支払日：Ｒ６.４.５ 
 
・発 生 の 要 因：担当者及び上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：支出事務が著しく不適正（延滞金を支払う状況となった） 

 

 

 

 

６ 報酬の支払について（教育人材開発課、体育保健課） 

内    容 

 
会計年度任用職員に係る報酬について支払が遅延していた。（過年度支出） 
 
・概 要：県立高等学校２校の会計年度任用職員として任用していた個人Ｂが死去した

ため、ＢにかかるＲ４.10 月からＲ５.２月分の報酬を遺族に支払をするよ
うＲ５.３月に体育保健課からメールで依頼があり、支払担当者はメールで
示されていた報酬金額を支出負担行為兼支出仕訳書で支払った。（任用手続
は体育保健課が行い、報酬の支払手続は教育人材開発課が行っている。本人
ではなく、遺族に対する支払であるため、給与システムではなく支出負担行
為兼支出仕訳書で報酬を支払い）しかし、支払われた報酬金額は１校当たり
の金額だったため、残り１校分の報酬が未払であるとＲ５.11 月に体育保健
課から連絡があり支出負担行為の事務手続を行い過年度支出を行ったもの。
依頼メールには、報酬金額の補足で２校の会計年度任用職員であることから
支払額の実質は２校分となる旨を記載し、体育保健課担当者は１校当たりの
金額×２校分の支払が必要であるとメールで示していたつもりであったが、
記載する報酬金額が１校当たりの金額なのか、２校分の金額なのか支払担当
者には明確に判断できなかったため、２校分の金額として誤認してしまっ
た。 

・１校あたりの報酬額：146,000 円／年（定額） 
・対 象 期 間：Ｒ４.10 月からＲ５.２月分（下半期分） 
・対象期間の報酬額：73,000 円（下半期分）/６月＝12,166 円（月額） 

12,166 円×５月＝60,830 円 
・支払うべき報酬額：60,830 円×２校分＝121,660 円・・・① 
・既 支 払 報 酬 額：60,830 円（Ｒ４年度で支払（Ｒ５.５.１））・・・② 
・過 年 度 支 出 額：60,830 円（①－②） 
・債務の属する年度：Ｒ４年度 
・支 払 日：Ｒ５.12.11 
 
・発 生 の 要 因：（教育人材開発課）支払担当者及び体育保健課担当者との確認、情報共有及び連

携不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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７ 契約締結の事務手続について（政策戦略局企画課） 

内    容 

 
山陰両県若手職員交流・連携プロジェクトにおける若手職員への伴走支援業務委託について、遡っ

て契約していた。 
 
・概   要：当該業務の委託業務の期間の始期は、Ｒ５.６.２であり、契約締結が遅れることの

ないよう、同プロジェクト幹事県である島根県へ再三に渡り契約書の送付を依頼
していたが、Ｒ５.６.８に、島根県よりＲ５.６.２付けの契約書が送付され、本
県は契約書（島根県知事印押印済）を受取後、同日に契約伺を起案し、翌９日に
は結果として日付遡りの形で決裁した。 

・相 手 方：個人Ｃ（島根県を交えた３者契約） 
・契 約 金 額：（鳥取県分）117,500円 
・契 約 日：Ｒ５.６.２ 
・委 託 期 間：Ｒ５.６.２～Ｒ５.10.31 
・業 務 開 始 日：Ｒ５.６.２（結成式） 
・契約伺起案日：Ｒ５.６.８ 
・契約伺決裁日：Ｒ５.６.９ 
・遡 り 日 数：７日 
 
・発 生 の 要 因：上司の進行管理不足、本県と島根県の担当者間での連絡調整不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

 

 

８ 契約締結の事務手続について（政策戦略局広報課） 

内    容 

 
東京ドーム巨人戦ワンデー協賛「とっとりデー」（うさぎダンス関連分）実施業務外１件につい

て、遡って契約していた。 
 
・概要：①口頭で発注は伺っていたが、相手方と本県の窓口である東京本部との調整に時間を要し、

見積書を受理したのがイベントの前日だったため、イベント終了後に、契約事務（支出負
担行為）を行った。 

②Ｒ５.10.15 に開催されたカマタマーレ讃岐との試合における魅力発信業務について、口
頭で発注は伺っていたが、契約の締結を担当者が失念していたため、契約を行わないまま
業務完了後に契約事務（支出負担行為）を行った。 

 

業 務 名 
①東京ドーム巨人戦ワンデー
協賛「とっとりデー」（うさ
ぎダンス関連分）実施業務 

②ガイナーレ鳥取アウェイ戦で
の鳥取県魅力発信業務（2023
シーズン香川県試合分） 

契約の相手方 （株）Ｄ （株）Ｅ 
契 約 金 額 385,000円 497,200円 
契 約 方 法 随意契約（１者） 随意契約（１者） 
見積書受理日 Ｒ５.８.１ Ｒ５.９.20 
委 託 期 間 
（業務期間） 

Ｒ５.８.１～Ｒ５.８.２ Ｒ５.10.13～Ｒ５.10.31 

開催（予定）日 Ｒ５.８.２ Ｒ５.10.15 
支出負担行為
起 案 日 

Ｒ５.８.７ Ｒ５.11.１ 

支出負担行為
決 裁 日 

Ｒ５.８.９ Ｒ５.11.６ 

契 約 日 Ｒ５.８.１ Ｒ５.10.13 
請 書 作成省略 作成 
遡 り 日 数 ８日 24日 

 
・発 生 の 要 因：担当者の失念及び上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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９ 支出負担行為の事務手続について（中山間・地域振興局人口減少社会対策課） 

内    容 

 
とっとりまるごと移住カーニバル！2023 運営業務委託契約外２件について、支出負担行為の事務手

続が遅延していた。 
 

事 業 名 とっとりまるごと移
住カーニバル！2023
運営業務委託 

第４回 Satoyama 実
践者交流会 

令和５年度
「Nativ.media」鳥取
県チャンネル開設業務 

概 要 担当者が使用料及
び賃借料、役務費は
支出負担行為兼仕訳
で支払えると勘違い
していたため、支出
負担行為書を作成し
なかった。 
イベント終了後に

支出負担行為が必要
だと判明し、支出負
担行為を行ったも
の。 

担当者が使用料及
び賃借料、役務費、
食糧費は支出負担行
為兼仕訳で支払える
と勘違いしていたた
め、支出負担行為書
を作成しなかった。 
 交流会終了後に支
出負担行為が必要だ
と判明し、支出負担
行為を行ったもの。 

ホームページの
「Nativ.media」に鳥
取県のページを開設し
ており、Ｒ５年度も引
き続き開設することと
していたが、５月１日
付けで運営主体が吸収
合併されることとなっ
た。 
このため、４月は月

単位で使用し５月以降
はＲ６．３．31 までの
委託契約を締結するこ
ととしていたが、担当
者が失念し、日付を
遡って契約したもの。 

契 約 の 相 手 方 （特非）Ｆ Ｇ（株） （株）Ｈ 
契 約 の 方 法 随意契約（１者） 随意契約（１者） 随意契約（１者） 
予 定 価 格 2,000,000 円 1,108,696 円 726,000 円 
契 約 額 1,737,136 円 1,108,696 円 725,000 円 
支出負担行為の日 Ｒ５.11.８ Ｒ５.10.27 Ｒ５.５.１ 
支出負担行為起案日 Ｒ５.12.28 Ｒ５.12.４ Ｒ５.５.10 
支出負担行為決裁日 Ｒ６.１.10 Ｒ５.12.５ Ｒ５.５.10 
遅 延 日 数 ２か月２日 １か月８日 ９日 

 
・発 生 の 要 因：担当者の失念、関係規程等への認識不足等、上司の進捗管理不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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10 契約締結の事務手続について（観光交流局国際観光・万博課） 

内    容 

 
関西空港からの誘客促進に向けた夏秋用旅行商品販売促進実施業務外２件について、遡って契約し

ていた。 
 
・概要：担当者の不在により限られた人員での業務遂行となったこと、また引継不足もあり、米子ソ

ウル便の運航再開準備等に追われ、契約締結の事務手続を怠っていたため遡って手続したも
の。 

 

業 務 名 

関西空港からの誘
客促進に向けた夏
秋用旅行商品販売
促進実施業務 

米子ソウル便運航
再開に係る記者団
招聘調整業務 

米子ソウル国際定
期便利用促進業務

委託業務 

相 手 方 Ｉ（株） Ｉ（株） J(株) 
見 積 書 受 理 日 Ｒ５.６.３ Ｒ５.10.16 Ｒ５.10.13 
契 約 金 額 450,000円 960,420円 20,000,000円 
契 約 日 Ｒ５.６.３ Ｒ５.10.16 Ｒ５.10.25 

業 務 期 間 
Ｒ５.６.３～ 
Ｒ５.12.28 

Ｒ５.10.16～ 
Ｒ５.12.28 

Ｒ５.10.25～ 
Ｒ６.３.29 

支出負担行為起案日 Ｒ５.11.15 Ｒ５.11.17 Ｒ５.11.17 

支出負担行為決裁日 Ｒ５.11.24 Ｒ５.11.24 Ｒ５.11.24 

遡 り 日 数 ５か月21日 １か月８日 30日 
 
・発 生 の 要 因：担当者及び上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

 

 

11 契約締結の事務手続について（消防防災課） 

内    容 

 
支え愛マップ作成推進事業業務委託契約について、遡って契約していた。 
 
・概   要：電子決裁（財務連携）で起案された文書については、一律文書審査を不要とし

ていたが、Ｒ５.３.６に政策法務課が「文書の管理に関する事務処理要領」を
改正し、所属の文書管理主任が文書審査を行うこととした。Ｒ５.３.28 決裁
の支出負担行為書について政策法務課から文書審査がされていないとの指摘を
受け、意見欄に文書審査を行った旨を記載することとしたが、契約書に誤記載
があり、文書審査が不十分として再起案を求められたことにより廃案し、Ｒ
５.４.27 に再起案のうえＲ５.４.28 に決裁しＲ５.４.１に遡って契約した。 

・相 手 方：団体Ｋ 
・契 約 日：Ｒ５.４.１ 
・当 初 の 起 案 日：Ｒ５.３.27 
・当 初 の 決 裁 日：Ｒ５.３.28 
・再 起 案 日：Ｒ５.４.27 
・再起案の決裁日：Ｒ５.４.28 
・業 務 期 間：Ｒ５.４.１～Ｒ６.３.31 
・契 約 金 額：2,555,000円 
・遡 り 日 数：27日 
 
・発 生 の 要 因：担当者及び上司の規則等への認識不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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12 契約締結の事務手続について（スポーツ振興局スポーツ課） 

内    容 

 
鳥取県立東山水泳競技場公衆無線ＬＡＮ利用に係る「ＤｏＳＰＯＴ ＳＴＲＥＥＴ」サービス利用

契約について、遡って契約していた。 
 
・概   要：Ｒ５.３.30 に東山水泳競技場に整備した公衆無線ＬＡＮを、Ｒ５.４.１か

ら利用するために必要な「ＤｏＳＰＯＴ ＳＴＲＥＥＴ」サービスの利用契
約について、契約締結日を遡っていた。契約は相手方の指定様式で締結する
必要があるため、Ｒ５.３月上旬から契約手続について話をし、契約書案の
送付を依頼、催促をしていたが、相手方からの送付がＲ５.５.12 であっ
た。サービスは既にＲ５.４.１から利用していたため、遡って契約締結をし
た。 

・契 約 日：Ｒ５.４.１ 
・利 用 期 間：Ｒ５.４.１～Ｒ６.３.31 
・相 手 方：Ｌ（株） 
・支 出 負 担 行 為 額：646,800円 
・支出負担行為起案日：Ｒ５.５.15 
・支出負担行為決裁日：Ｒ５.５.16 
・遡 り 日 数：１か月15日 
 
・発 生 の 要 因：契約書案の受理の遅延 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

 

 

13 契約締結の事務手続について（文化財局文化財課） 

内    容 

 
令和５年度文化財解説版及び標柱制作・設置業務（菅野のミズゴケ湿原）外１件について、支出負

担行為の事務手続が遅延していた。 
 
・概要：担当者が支出負担行為兼支出仕訳書により支出負担行為できると思い違いし、支出負担行為

が遅延したもの。 
 

業 務 名 
令和５年度文化財解説板及び標柱制
作・設置業務 

ふるさと未来創造工房
（弓浜絣）運営業務 

相 手 方 Ｍ（株） Ｎ（株） 
見 積 書 受 理 日 
（ 契 約 日 ） 

Ｒ５.10.26 Ｒ５.10.26 

契 約 金 額 473,000円 208,400円 

業 務 期 間 契約締結日からＲ５.12.22（仕様書） Ｒ５.12.５（開催日） 

支出負担行為起案日 Ｒ５.12.15 Ｒ５.12.15 

支出負担行為決裁日 Ｒ５.12.20 Ｒ５.12.20 

遅 延 日 数 １か月24日 １か月24日 
 

・発 生 の 要 因：担当者及び上司の認識不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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14 契約締結の事務手続について（文化財局とっとり弥生の王国推進課） 

内    容 

 
一般国道９号（北条道路）の改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査（長瀬高浜遺跡１・２区）委託契

約外１件について、遡って契約していた。 
 
・概 要：国からの受託事業であり、国の再委託の承諾後でなければ委託契約を締結で

きない。また、国の契約日、委託期間及び再委託の承諾日と揃えるため契約
日及び契約期間を遡ったもの。 

・契 約 の 相 手：（公財）Ｏ 
・業務名及び契約金額： 

委託業務名 国からの受託金額 契約金額 
（再委託金額） 

①一般国道９号（北条道路）の改
築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
（長瀬高浜遺跡１・２区） 

295,916,000円 295,916,000円 

②一般国道９号（北条道路）の改
築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
（長瀬高浜遺跡３区） 

263,489,000円 263,489,000円 

合 計 559,405,000円 559,405,000円 
 
  ・国との契約年月日：Ｒ５.４.３ 
  ・国 と の 委 託 期 間：Ｒ５.４.１～Ｒ６.３.31 
  ・再委託承諾年月日：Ｒ５.４.３ 
  ・承 諾 書 受 理 日：Ｒ５.４.10 
  ・業 務 委 託 契 約 日：Ｒ５.４.３ 
    ・委 託 期 間：Ｒ５.４.１～Ｒ６.３.31 
  ・支出負担行為起案日：Ｒ５.４.10 
  ・支出負担行為決裁日：Ｒ５.４.10 
  ・遡 り 日 数：９日（委託期間の開始日を基準とした） 

 

・発 生 の 要 因：担当者及び上司の関係規程等への認識不足等 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

 

 

15 契約締結の事務手続について（ささえあい福祉局孤独・孤立対策課） 

内    容 

 
生活保護システム改修業務委託について、遡って契約していた。 
 
・概 要：提出された見積書に誤りがあり再提出したこと、及び担当者が契約締結事務

を怠っていたため、事務手続が遅れ契約日を遡ったもの。 
・契 約 の 相 手 方：（株）Ｐ 
・契 約 金 額：5,797,000円 
・契 約 方 法：随意契約（１者） 
・業 務 期 間：Ｒ５.８.８～Ｒ６.３.15 
・支出負担行為起案日：Ｒ５.８.22 
・支出負担行為決裁日：Ｒ５.８.31 
・契 約 日：Ｒ５.８.８ 
・遡 り 日 数：23日 
 
・発 生 の 要 因：担当者の失念、進行管理不足及び上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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16 支出負担行為の事務手続について（くらしの安心局まちづくり課） 

内    容 

 
令和５年度盛土情報管理システム保守委託業務について、支出負担行為の事務手続が遅延してい

た。 
 
・概    要：年度当初からの契約が必要であったが、担当者の失念により支出負担行為の事務手

続が遅延したもの。 
・業 務 期 間：Ｒ５.４.１～Ｒ６.３.31 
・受 注 者：（株）Ｑ 
・契 約 金 額：349,800円 
・支出負担行為：Ｒ５.６.29  

起案・決裁日 
・遅 延 日 数：２か月28日 
 
・発 生 の 要 因：担当者や上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

 

 

17 支出負担行為の事務手続について（くらしの安心局住宅政策課） 

内    容 

 
第４四半期県営住宅末恒第一団地高齢者見守りサービス異常検知対応業務委託契約について、支出

負担行為の事務手続が遅延していた。 
 
・概 要：Ｒ５.６.１～12.31までの期間、高齢者見守りサービスを試行的に運用し、

Ｒ６.１.１から希望者を対象に本格運用に移行するにあたり、試行期間から
途切れなく契約を締結する必要があったが、対象者との調整に時間を要した
ため遅延した。 

・契 約 期 間：Ｒ６.１.１～Ｒ６.３.31 
・契 約 日：Ｒ６.２.７ 
・相 手 方：（社福）Ｒ 
・支 出 負 担 行 為 額：112,200円 
・支出負担行為起案日：Ｒ６.２.６ 
・支出負担行為決裁日：Ｒ６.２.７ 
・遅 延 日 数：１か月６日 
 
・発 生 の 要 因：担当者や上司の進行管理不足、書類受理の遅延 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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18 契約締結の事務手続について（産業人材育成センター倉吉校） 

内    容 

 
ＪＲ倉吉駅「エキパル倉吉」広告掲出契約について、契約伺を支出負担行為書で行うべきところを

一般起案で行っていた。 
 
・概 要：契約書を作成することから契約伺を支出負担行為書により行う必要があるにもかかわ

らず、契約金額が20万円未満であったため、担当者が支出負担行為兼支出仕訳書に
より対応可能と勘違いし、支出負担行為書の作成を行わず、一般起案により契約伺
を所属決裁により行っていた。 

・契 約 方 法：随意契約（１者） 
・契 約 金 額：58,520円 
・掲 出 期 間：Ｒ５.12.28～Ｒ６.１.27 
・契 約 伺：Ｒ５.12.26 ※一般起案による 

起案年月日 
・契 約 伺：Ｒ５.12.26  

決裁年月日 
・契 約 日：Ｒ５.12.27 
・支 出 命 令：Ｒ６.２.２ ※支出負担行為兼支出仕訳書による 

起案年月日 
・支 出 命 令：Ｒ６.２.６ 

決裁年月日 
 
・発 生 の 要 因：担当者や上司の関係規程等への認識不足等 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

 

 

19 契約締結の事務手続について（農業振興局農地・水保全課） 

内    容 

 
令和５年度登記手続補助業務単価契約について、遡って契約していた。 
 
・概 要：単価契約について４月１日からの適用が必要なことから遡って契約していたもの。 
・契約の相手方：Ｓ連合会 
・契 約 金 額：単価契約 
・契 約 方 法：随意契約（１者） 
・契約委託期間：Ｒ５.４.１～Ｒ６.３.22 
・契 約 伺：Ｒ５.４.２ 

起 案 日：Ｒ５.４.２ 
・契 約 伺：Ｒ５.４.３ 
 決 裁 日：Ｒ５.４.３ 
・契 約 日：Ｒ５.４.１ 
・遡 り 日 数：２日 
 
・発 生 の 要 因：担当者及び上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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20 契約締結の事務手続について（水産振興局水産振興課） 

内    容 

 
境港水産物卸売市場排水処理施設に係る土地貸付契約について、遡って契約していた。 
 
・概 要：相手方からの契約書の到着が３月３１日午後であり、迅速に対応しなければ

ならないところを、事務処理が遅れ４月１日の締結日に間に合わなかった。 
・契 約 の 相 手 方：境港市 
・契 約 金 額：150,541円 
・契 約 方 法：随意契約（１者） 
・契 約 委 託 期 間：Ｒ５.４.１～Ｒ６.３.31 
・支出負担行為起案日：Ｒ５.４.４ 
・支出負担行為決裁日：Ｒ５.４.６ 
・契 約 日：Ｒ５.４.１ 
・遡 り 日 数：５日 
 
・発 生 の 要 因：担当者及び上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

 

 

21 契約締結の事務手続について（中部総合事務所県土整備局） 

内    容 

 
海岸漂着物処理業務について、遡って契約していた。 
 
・概要：所管課からの当初配分がＲ５.４.６であったこと、及び北栄町から当初配分額では契約でき

ないとのことで、所管課へ追加配分の要望をし、最終的な予算配分がＲ５.７.４となり、北
栄町、湯梨浜町、琴浦町との契約締結を遡って行ったもの。 

    

相手方 
契約金額 

(円) 
契約日 業務期間 

支 出 負 担 
行為起案日 

支 出 負 担 
行為決裁日 

遡り日数 

湯梨浜町 1,220,000 R5.4.1 
R5.4.1～
R6.3.19 

R5.5.8 R5.5.10 1か月9日 

琴浦町 
2,047,000 R5.4.1 

R5.4.1～
R6.3.19 

R5.5.8 R5.5.10 1か月9日 

700,000 R5.4.1 
R5.4.1～
R6.3.19 

R5.7.14 R5.7.24 3か月23日 

北栄町 
2,004,000 R5.4.1 

R5.4.1～
R6.3.19 

R5.7.14 R5.7.25 3か月24日 

1,200,000 R5.4.1 
R5.4.1～
R6.3.19 

R5.7.14 R5.7.25 3か月24日 

 
・発 生 の 要 因：事前の町との連携不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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22 契約締結の事務手続について（企業局） 

内    容 

 
漁業補償契約について、遡って契約していた。 

 
・概 要：漁業協同組合と覚書に基づき行っている漁業補償契約について、担当者が契約

事務を失念していたため、日付を遡って契約していた。 
  ・相 手 方：Ｔ漁業協同組合、Ｕ漁業協同組合、Ｖ漁業協同組合 
  ・契 約 期 間：Ｒ５.４.１～Ｒ６.３.31 
  ・契 約 伺 起 案 日：Ｒ５.４.21 
  ・契 約 伺 決 裁 日：空欄 
  ・契約金額（合計）：Ｔ漁業協協同組合  金3,992,731円 
            Ｕ漁業協同組合   金2,160,000円 
            Ｖ漁業協同組合   金17,297,414円 
                        ３漁業協同組合合計 金23,450,145円 
  ・契 約 日：Ｒ５.４.１ 
  ・遡 り 日 数：20日（契約伺起案日を起算日とした） 
 

・発 生 の 要 因：担当者の失念、上司の進捗管理不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

 

 

23 契約締結の事務手続について（八頭高等学校） 

内    容 

 
タブレット端末等賃貸借契約について、遡って契約していた。 
 
・概 要：Ｒ４年度から引き続き賃貸借することとなっていたが、契約事務手続きを失

念していたため、遡って契約していた。 
・相 手 方：Ｗ（株） 
・契 約 期 間：Ｒ５.４.１～Ｒ６.３.31 
・契 約 日：Ｒ５.４.１ 
・支 出 負 担 行 為 額：402,732円 
・支出負担行為起案日：Ｒ５.５.１ 
・支出負担行為決裁日：Ｒ５.５.１ 
・遡 り 日 数：１か月 
・支 出 科 目：使用料及び賃借料 
 
・発 生 の 要 因：担当者及び上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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24 契約締結の事務手続について（日野高等学校） 

内    容 

 
地域みらい留学参画契約について、遡って契約していた。 
 
・概 要：契約書（指定様式）の送付を相手方へ再三催促していたが、契約日（Ｒ５.

４.１）及び契約期間が記載済みの契約書（指定様式）が届いたのは５月末
であり、日付の変更は４月に登録手続に着手していることからできないと相
手方に断られたため、遡って契約していた。 

・契 約 期 間：Ｒ５.４.１～Ｒ６.３.31 
・契 約 日：Ｒ５.４.１ 
・相 手 方：（一財）Ｘ 
・支 出 負 担 行 為 額：880,000円 
・支出負担行為起案日：Ｒ５.６.７ 
・支出負担行為決裁日：Ｒ５.６.７ 
・遡 り 日 数：２か月６日 
・支 出 科 目：負担金、補助金及び交付金 
 
・発 生 の 要 因：書類受理の遅延等 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

 

 

25 契約締結の事務手続について（境港警察署） 

内    容 

 
産業廃棄物の収集運搬及び処分委託契約について、契約伺を支出負担行為書で行うべきところを一

般起案で行っていた。 
 

・概   要：予定価格 20 万円未満であれば、契約書を作成する場合でも支出負担行為兼支出
仕訳書により支出負担行為を行うことができると誤認していたことから、契約伺
を一般起案で行っていた。支払時に警察本部会計課からの指摘により判明したた
め、その時点で支出負担行為を行っていた。 

・契 約 期 間：Ｒ５.９.22～Ｒ５.11.30 
・契 約 方 法：随意契約（１者） 
・相 手 方：（有）Ｙ 
・契 約 金 額：110,000 円 
・一 般 起 案：Ｒ５.９.22 

決 裁 日 
・契 約 日：Ｒ５.９.22 
・支出負担行為書：Ｒ５.11.27 

決 裁 日 
・遅 延 日 数：２か月５日 
・支 払 日：Ｒ５.12.１ 
 
・発 生 の 要 因：担当者及び上司の関係規程への認識不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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26 支出負担行為の事務手続について（中山間・地域振興局人口減少社会対策課） 

内    容 

 
鳥取県まちなか暮らし総合支援補助金について、支出負担行為の事務手続が遅延していた。 
   
・概 要：令和５年度鳥取県まちなか暮らし総合支援補助金について、担当者が交付決

定は電子決裁（一般）で行うと誤認していたため、支出負担行為を起案して
おらず、また統括審査課の審査を受けていなかった。２月下旬に支出負担行
為を行っていないことが判明し支出負担行為を起案した。 

・補 助 事 業 者：米子市 
・交 付 申 請 日：Ｒ５.10.13 
・交 付 決 定 日：Ｒ５.10.18 
・交 付 決 定 額：10,000,000円 
・支出負担行為起案日：Ｒ６.２.26 
・支出負担行為決裁日：Ｒ６.３.15 
・遅 延 日 数：４か月26日 
 
・発 生 の 要 因：担当者の関係規程等への認識不足、上司の内容確認不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

 

 

27 補助金等の交付決定について（観光交流局観光戦略課） 

内    容 

 
とっとりコンベンションビューロー補助金外１件について、遡って交付決定をしていた。 
 
・概要：交付要綱上、交付申請期限が４月30日となっていたことから４月以降の交付決定で問題がな

いと認識していたが、４月１日から事業が開始されることから誤りに気づき、４月１日に
遡って交付決定をしたもの。なお、いずれの交付要綱も、Ｒ６.５月に交付申請期限を補助
事業実施の５日前までとする改正を行っていた。 

 

補助金等の名称 
とっとりコンベンション
ビューロー補助金 

とっとりコンベンション
ビューロー運営交付金 

交 付 決 定 額 16,575,000 円 25,511,000 円 
交 付 申 請 日 Ｒ５.３.15 Ｒ５.３.15 
交付申請書受理日 Ｒ５.４.13 Ｒ５.４.13 
交付決定起案日 Ｒ５.４.18 Ｒ５.４.18 
交付決定決裁日 Ｒ５.４.18 Ｒ５.４.18 
遡 り 日 数 17 日 17 日 

 
・発 生 の 要 因：担当者の認識不足及び上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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28 補助金の交付決定について（県民参画協働課） 

内    容 

 
令和５年度公民連携推進事業補助金について、交付決定を遡っているものがあった。 
 
・概       要：補助事業者から進捗状況報告書を受理した際、すでに通知した交付決定通知

の交付決定額に誤りがあることが判明したため、交付決定を取り消した上
で、当初交付決定日に遡って、交付決定を行ったもの。 

・誤 り の 内 容：交付決定額について、算定基準額（2,623,000円）に補助率3/4を乗じた金額
（1,967,250円）とすべきところを補助上限額（2,000,000円）としていた。 

・交付決定の相手方：（一社）Ｚ 
・当 初 交 付 決 定 日：Ｒ５.12.７  
・取消・再交付決裁日：Ｒ６.５.13 
・遡 り 日 数：５か月６日 
・当 初 交 付 決 定 額：算定基準額 金2,623,000円 交付決定額 金2,000,000円 
・正しい交付決定額：算定基準額 金2,623,000円 交付決定額 金1,967,250円 
 
・発 生 の 要 因：上司の確認不足、担当者の交付決定額の算定誤り 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

 

 

29 補助金の交付決定について（文化財局文化財課） 

内    容 

 
令和５年度鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金について、遡って交付決定していた。 

 
  ・概要：当該補助金は国の補助金に随伴して補助しているものであり、補助対象経費から国の補助金

額を控除した額に補助率を乗じて得た額を県の補助金額としている。 
国の補助金額は国の交付決定通知が届くまで判明しないため、国の交付決定通知を受理した
後でなければ県補助金の交付額が決定できないとの見解から、国の交付決定通知を受理した
後に支出負担行為の事務手続している。 
今回、国の交付決定日以降に着手した経費全てを補助対象とするため、交付決定日を国の交
付決定日と同日とするよう、交付決定日を遡ったもの。 
（下表(1)～(6)は、当初交付決定、(7)は変更交付決定） 
ただし、下表(1)～(4)については、国の交付決定日はＲ５.４.１であったが、Ｒ５.４.１は
週休日であったことからＲ５.４.３に交付決定通知が届き、Ｒ５.４.３に起案したため遅延
したもの。（(5)～(7)については、さらに事務手続の遅延も加わり遅くなった。） 

 

区分 相手方 
交付決定額 

（円） 
申 請 書 
受 理 日 

申請書日付 
負担行為 
決 裁 日 

交付決定日  
遡り
日数 

(1) 岩美町 292,000 R5.3.24 R5.3.24 R5.4.3 R5.4.1 2日 

(2) 岩美町 122,000 R5.3.24 R5.3.24 R5.4.3 R5.4.1 2日 

(3) 智頭町 650,000 R5.3.24 R5.3.24 R5.4.3 R5.4.1 2日 

(4) (宗)ＡＡ 2,960,000 R5.3.24 R5.3.22 R5.4.3 R5.4.1 2日 

(5) 日南町 472,000 R5.3.27 R5.3.20 R5.4.25 R5.4.1 24日 

(6) (公財)ＡＢ 5,156,000 R5.3.29 R5.3.23 R5.4.27 R5.4.1 26日 

(7) 個人ＡＣ 5,000,000 R5.10.24 R5.10.10 R5.11.1 R5.10.20 11日 

 
・発 生 の 要 因：担当者及び上司の関係規程等への認識不足等 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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30 補助金の交付決定について（文化財局とっとり弥生の王国推進課） 

内    容 

 
鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金について、遡って交付決定していた。 

 
・概 要：国の随伴事業であるため、国の交付決定日以降に着手した経費全てを補助対

象とするため交付決定日を国の交付決定日と同日とするため交付決定日を
遡ったもの。 

・国 の 交 付 決 定 日：Ｒ５.４.１ 
・交付決定通知受理日：Ｒ５.４.３ 

 
 名  称 交付先 交付決定 

起 案 日 
交付決

定 
決 裁 
日 

交  付 
決定金額 

交 付 
決定日 

遡り 
日数 

① 令和 5 年度鳥取県文
化財等保存・保護事
業費補助金 

鳥取市 
外５市町 

R5.4.17 
 

R5.4.18 64,099,000 円 R5.4.1 17 日 

② 令和 5 年度鳥取県文
化財等保存・保護事
業費補助金 

(公財)ＡＤ R5.4.3 R5.4.4 3,119,000 円 R5.4.1 ３日 

合  計 － － － 67,218,000 円 － － 

※①は当初R5.4.3に起案しR5.4.5に決裁を受けたが一部の市の補助申請額に誤りがあったため再
起案した。 

 
・発 生 の 要 因：担当者及び上司の関係規程等への認識不足等 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

 

 

31 補助金の交付決定について（感染症対策局感染症対策課） 

内    容 

 
令和４年度鳥取県診療・検査医療機関休業支援補助金について、交付決定が遅延していた。 

 
  ・概   要：所属メールボックスに交付申請書の送達のあったことを見落としていたもの。なお、

支払はＲ５年度予算で過年度支出として行っていた。また、当該事業は国の新型コロ
ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施しているもの。 

  ・補助事業者：ＡＥ医院 
  ・補 助 金 額：2,178,414円 
  ・交付申請書：Ｒ５.１.11（メール送達日） 
   日   付 
  ・交 付 決 定：Ｒ５.２.９ 
   期   限 
  ・受 付 日：Ｒ５.４.７ 
  ・交付決定日：Ｒ５.４.18（決裁日） 
  ・遅 延 日 数：２か月９日 
 

・発 生 の 要 因：担当者及び上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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32 補助金の交付決定について（雇用人材局鳥取県立鳥取ハローワーク） 

内    容 

 
鳥取県ビジネス人材副業・兼業活用補助金について、遡って交付決定をしていた。 

 
・概要：交付申請は、事業に係る人材が業務に従事する 14 日前までに行うよう交付要綱で規定され

ているが、急遽事業の実施が決まった案件は直前の交付申請書受理となったため、事業実施
以前の日に遡って交付決定を行ったもの。また、事業者（有）ＡＧの交付決定については、
担当者が事務処理を失念したため、他より日数を大幅に要していた。 

事業者 交付決定額 
交付申請書
受 理 日 

交 付 決 定
起 案 日 

交 付 決 定
決 裁 日 

交付決定日 遡り日数 

ＡＦ（株） 33,000 円 R5.4.7 R5.4.17 R5.4.18 R5.4.7 11 日 
(有)ＡＧ 100,000 円 R5.6.22 R5.6.22 R5.8.11 R5.6.23 １か月 19 日 
ＡＨ（株） 40,000 円 R5.7.25 R5.8.4 R5.8.11 R5.7.28 14 日 
ＡＩ（株） 40,000 円 R5.7.25 R5.8.4 R5.8.11 R5.7.28 14 日 

 
・発 生 の 要 因：事業の急遽実施による交付申請書受理の遅延、担当者の失念 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

 

 

33 交付金の交付決定について（鳥取県土整備事務所） 

内    容 

 
協働型ボランティア促進事業交付金について、交付決定を遡っていた。 

 
・概要：担当者が61件の申請を一括して処理しようとしたものの、そのうちの一部が補正に日数を要

し、交付決定が交付要綱に定める期限に間に合わなかったため、遡って交付決定したもの。 

団体名 交付決定額 
交付申請書
受 理 日 

交付決定
決 裁 日 

交付決定日 遡り日数 

ＡＪ外 60 団体 16,060,000 円 R5.7.7 R5.9.7 R5.7.7 ２か月 
 

・発 生 の 要 因：担当者の判断誤り、上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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34 支出負担行為の事務手続について（男女共同参画センター） 

内    容 

 
「生活も仕事も」ととのうセミナーに係る報償費・旅費について、支出負担行為の事務手続が遅延

していた。 
 

・概    要：講師に係る報償費及び特別旅費の支出負担行為が、セミナー実施後に起案・
決裁されていた。 

・講    師：個人ＡＫ 
・支 出 負 担 行 為 額：263,380 円（報償費 200,000 円、特別旅費 63,380 円） 
・セ ミ ナ ー 実 施 日：Ｒ５.６.24 
・支出負担行為起案日：Ｒ５.６.30 
・支出負担行為決裁日：Ｒ５.６.30 
・遅 延 日 数：６日 
 
・発 生 の 要 因：担当者の失念、上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

 

35 支出負担行為の事務手続について（小中学校課） 

内    容 

 
鳥取県ＩＣＴ活用教育アドバイザーに係る謝金（報償費）について、支出負担行為の事務手続が遅

延していた。 
 

・概   要：失念によりアドバイザーの委嘱日までに支出負担行為を行っていなかった。 
・委 嘱 期 間：Ｒ５.８.１～Ｒ６.３.31 
・活 動 開 始 日：Ｒ５.８.２ 
・支 出 負 担 行 為 額：219,000 円 
・相   手   方：個人ＡＬ 
・支出負担行為起案日：Ｒ５.８.３ 
・支出負担行為決裁日：Ｒ５.８.４ 
・遅 延 日 数：２日（活動開始日から起算） 
 
・発 生 の 要 因：担当者の失念や上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

 

36 支出負担行為の事務手続について（産業未来創造課） 

内    容 

 
第12回北東アジア産業技術フォーラム及び関連行事に係る大型バス借り上げについて、支出負担行

為の事務手続が遅延していた。 
 

・概   要：担当者の関係規程への認識不足から支出負担行為書の作成は不要と誤認し支
出負担行為兼支出仕訳書により起案したところ、会計管理部統括審査課から
契約金額が 20 万円以上の場合は支出負担行為書の作成が必要との意見を受
け、その後に支出負担行為書を起案したため、事務手続が遅延したもの。 

・契 約 の 相 手 方：ＡＭ（株） 
・契 約 金 額：205,700 円 
・契 約 期 間：Ｒ５.10.24～Ｒ５.10.27 
・支出負担行為決裁日：Ｒ５.11.13 
・支出負担行為の日：Ｒ５.10.24 
・遅 延 日 数：20 日 
 
・発 生 の 要 因：担当者の関係規程への認識不足 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 
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37 支出負担行為の事務手続について（園芸試験場） 

内    容 

 
園芸試験場花き三水準温室温水管漏水調査について、支出負担行為の事務手続が遅延していた。 

 
・概   要：漏水箇所を特定するため試掘や配管の切断・キャップ止めを繰り返し行う必

要があり、事前に調査費を見積もることができないため、口頭発注によりＡ
Ｎ（株）に依頼したが、漏水箇所の特定までに想定以上の時間を要したこと
から調査費の見積金額が 20 万円を超え、支出負担行為が必要となったも
の。 

・契 約 の 相 手 方：ＡＮ（株） 
・契 約 の 方 法：随意契約（１者） 
・支出負担行為の額：297,000 円 
・支出負担行為の日：Ｒ５.12.21（口頭発注の日） 
・支出負担行為起案日：Ｒ５.12.28 
・見 積 書 受 理 日：Ｒ５.12.25 
・支出負担行為決裁日：Ｒ５.12.28 
・完 了 検 査 日：Ｒ５.12.25 
・遅 延 日 数：７日 
 
・発 生 の 要 因：漏水箇所調査に時間を要した 
・指摘の考え方：支出負担行為が適期に行われていない 

 

 

38 職員旅費に係る支出金額について（倉吉東高等学校） 

内    容 

 
職員旅費について、過大に支出しているものがあった。 

（単位：円） 
旅行者 用務先 用務内容 旅行期間 誤支給額 正当額 差額 誤りの内容 
ＡＯ 

外２名 
埼玉県
さいた
ま市外 

全国高等学校
長協会総会外 

R5.5.16 
～5.18 

外 

190,405 186,685 3,720 同一地域内
（東京都特別
区内）の交通
費を誤支給。 

ＡＰ 
外５名 

宮城県
仙台市
外 

国際バカロレ
アワーク
ショップ外 

R5.8.6 
～8.8 
外 

627,826 623,180 4,646 用務地から宿
泊地までの交
通費を誤支
給。 

ＡＱ 
外１名 

東京都 国際バカロレ
ア教育にかか
わる学校視察 

R5.11.13 
～11.15 

150,212 145,152 5,060 同一地域内
（東京都特別
区内）の交通
費を誤支給及
び用務地から
宿泊地までの
交通費を誤支
給。 

ＡＲ 
外 10 名 

島根県
出雲市
外 

中国高校ソフ
トボール選手
権引率外 

R5.5.12 
～5.13 

外 

428,947 392,647 36,300 貸切バスのみ
の移動時の日
当調整なし。 

ＡＳ 宮城県
仙台市 

国際バカロレ
アワーク
ショップ 

R5.8.6 
～8.8 

80,389 65,290 15,099 用務地から宿
泊地までの交
通費を誤支給
及び宿泊料の
二重払い。 

ＡＴ 埼玉県
加須市 

スポーツクラ
イミング選手
権大会引率 

R5.12.22
～12.24 

145,320 72,660 72,660 二重払い。 

合   計 1,623,099  1,485,614  137,485   

 
・発 生 の 要 因：旅行した職員及び電子出納員等の内容確認不足 
・指摘の考え方：支出命令の不適正（合計額５万円以上） 
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39 職員旅費に係る支出金額について（倉吉養護学校） 

内    容 

 
職員旅費について、過大に支出しているものがあった。 

         
旅行者 用務先 用務 

内容 
旅行期間 誤支給額 

上段 総額 
(下段 １人当たり) 

正当額 
上段 総額 

(下段 １人当たり) 

差額 
上段 総額 

(下段 １人当たり) 

誤りの内容 

ＡＵ 
外９名 

京都市内、ユ
ニバーサルス
タジオジャパ

ン 

高等部
修学 
旅行 

R5.7.13 
～ 

R5.7.14 

319,500円
(31,950円)

297,500円
(29,750円)

22,000円
(2,200円)

貸切バスのみの
移動であるにも
かかわらず日当
調整をしていな
かった。 ＡＶ 

外13名 
松江城、蒜山
高原センター

ほか 

中学部
修学 
旅行 

R5.10.19 
～ 

R5.10.20 

294,308円
(21,022円)

263,508円
(18,822円)

30,800円
(2,200円)

合計 
 

613,808円 561,008円 52,800円  

 
・発 生 の 要 因：旅行した職員や上司の関係規程等への認識不足 
・指摘の考え方：支出命令の不適正（合計額５万円以上） 
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Ⅳ 契約事務 

40 予定価格調書の決定について（政策戦略局東京本部） 

内    容 

 
令和５年度鳥取県東京本部ハイヤー借上げ業務委託契約について、予定価格調書を見積書受理後に

作成していた。 
 

・概   要：発注伺では、予定価格の積算（予定価格調書に記載した金額と同額）をして
いたが、発注伺の決裁後、予定価格調書の作成を失念していたため、見積書
受理後、予定価格調書を作成した。 

・契 約 方 法：随意契約（１者） 
・発注伺決裁年月日：Ｒ５.３.１ 
・見 積 依 頼 日：Ｒ５.３.３ 
・見 積 書 提 出 期 限：Ｒ５.３.９ 
・見 積 書 受 理 日：Ｒ５.３.７ 
・予定価格調書作成日：Ｒ５.３.15 
・予 定 価 格：7,645,638 円 
・見 積 価 格：6,950,580 円 
・契 約 日：Ｒ５.４.１ 
 
・発 生 の 要 因：契約権者の失念 
・指摘の考え方：予定価格の未決定（予定価格 100 万円以上） 

 

 

 

41 発注伺の作成等について（市町村課） 

内    容 

 
令和５年度市町村分普通交付税等算定事務の電算処理委託について、発注伺を作成しておらず、予

定価格調書を作成していなかった。 
 
  ・概 要：あらかじめ表示されている価格がないにも関わらず、契約事務処理要領第２ ４

（３）イ③に該当し見積書を徴さないことができると誤認し、発注伺及び予定価格調
書を作成していなかった。 

  ・相 手 方：団体ＡＷ 
  ・予定価格：1,848,549円 
  ・契約金額：1,848,549円 
  ・契 約 日：Ｒ５.４.１ 
  ・契約期間：Ｒ５.４.１～Ｒ６.３.31 
 

・発 生 の 要 因：担当者や上司の関係規程等への認識不足等 
・指摘の考え方：予定価格の未決定（予定価格100万円以上） 

 

 

 

42 予定価格調書の作成について（消防防災課） 

内    容 

 
起震車修繕及びメンテナンス業務委託契約について、予定価格調書を作成していなかった。 

 
・概  要：前回の同業務が予定価格100万円未満で予定価格調書の作成を省略しており、前回の起

案を参考としたため誤認し、予定価格が2,750,000円と予定価格調書の作成省略ができ
ないにもかかわらず、予定価格調書を作成していなかった。 

・契約相手：ＡＸ（株） 
・予定価格：2,750,000円 
・契約金額：2,750,000円 
 
・発 生 の 要 因：担当者や上司の関係規程等への認識不足等 
・指摘の考え方：予定価格の未決定（予定価格100万円以上） 
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43 見積書の徴取について（原子力環境センター） 

内    容 

 
鳥取県水準調査用モニタリングポスト検出部更新業務に係る委託契約について、積算根拠が不明な

見積書を受理していた。 
 

・概 要：見積依頼時の注意事項として、一つの内訳項目の金額が 100 万円以上である場合は「一
式」とは記載せず、必ず内訳を明確にすることとしていたが、本件は、見積金額が
100 万円以上であるにもかかわらず、見積書には「１式」等と記載しており、積算根
拠の内訳を徴取していなかった。 

・契約方法：随意契約（１者） 
・相 手 方：ＡＹ（株） 
・予定価格：12,144,000 円 
・契 約 額：12,144,000 円 
 
・発 生 の 要 因：担当者及び上司の関係規程等への認識不足 
・指摘の考え方：契約事務が著しく不適正 

 

 

 

 

44 契約書の作成について（智頭農林高等学校） 

内    容 

 
生産品の委託販売契約について、決裁を受けていない内容の契約書で契約を締結していた。 

 
・概 要：生産品の委託販売契約書について、手数料にかかる条項が決裁を受けた起案では

記載されていなかったが、締結された契約書には記載されていた。これは手数料
の徴取について、内部及び関係者との協議が整う前に手数料の条項が記載されて
いない契約書で起案し決裁を受けたが、その後手数料を徴取することで合意した
ことで手数料の条項を記載した契約書で締結した。その際、原起案の廃案及び再
起案をするべきところ、廃案及び再起案を怠り施行したもの。 

・契約の相手方：ＡＺ実行委員会 
・契約伺起案日：Ｒ５.４.10 
・契約伺決裁日：Ｒ５.４.12 
 
・発 生 の 要 因：担当者の関係規程等への認識不足、上司の内容確認不足 
・指摘の考え方：契約事務が著しく不適正 
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45 委託業務の確認について（文化政策課） 

内    容 

 
とっとり郷土芸能まつり 2023 ラジオ広報業務委託契約について、委託業務の実施状況を確認してい

なかった。 
 
  ・概   要：Ｒ５.10.21 に開催するとっとり郷土芸能まつり 2023 の広報に係るラジオ放送につい

て、実際に確認していなかった（聴いていなかった）ため、未放送であることに気が
付かなかった。担当者は相手方とＣＭ原稿の打ち合わせは行っていたが、放送時間の
事前の報告等は定めていなかった。イベント終了後に相手方から「内部の連絡調整
不足等により作業が漏れ未放送となった。」という報告を受けて、初めて契約不履行
を把握した。 

  ・相 手 方：（株）ＢＡ 
  ・業 務 内 容：とっとり郷土芸能まつり 2023 ラジオ広報に関する以下業務 

≪業務概要≫ 
１.放送形式：ラジオスポット 20 秒ＣＭ 
２.放送期間：令和５年 10 月 16 日(月)～10 月 21 日（土）午前中 
３.放送本数：特Ａタイム(7:30～9:00/11:00～13:00/17:00～18:30)４本、及びＡタ

イム（日中）(9:00～11:00/13:00～17:00)10 本 
 
 
  ・契 約 金 額：165,000 円 
  ・契約締結日：Ｒ５.９.26 
  ・委 託 期 間：契約締結日からＲ５.11.14 
  ・相 手 方：Ｒ５.10.24（電話で一報）、Ｒ５.10.30（報告書受理） 

からの連絡 
  ・契 約 解 除：Ｒ５.11.17 

通 知 日 
 
・発 生 の 要 因：検査員の業務の履行確認不足、担当者の放送時間の確認不足、契約相手の内部の連

絡調整不足 
・指摘の考え方：履行確認が著しく不適正 
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Ⅴ 補助金等事務 

46 補助金の交付申請書兼実績報告書について（商工政策課） 

内    容 

 
鳥取県新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助金について、交付申請書兼実績報告書の受理が遅

延していた。 
 

・概 要：広く補助金の対象者を募るもので、相手方が多数となり、きめ細かな進捗管
理は困難であった。 
予算の追加補正を行って 4回の募集を行っているが、国の補助金を活用するた
め、国の手続き期間等を考慮して最終提出期限を令和６年１ 月 10 日と設定
し、それまでに提出された交付申請書兼実績報告書を交付対象としている。 

・事 業 実 施 主 体：ＢＢ（株） 
・事 業 完 了 日：Ｒ５.６.19 
・提 出 期 限：Ｒ５.６.29 
・交 付 申 請 書 兼：Ｒ５.12.22 

実績報告書日付 
・交 付 申 請 書 兼：Ｒ６.１.９ 

実績報告書受理日 
・遅 延 日 数：６か月 11 日 
 
・発 生 の 要 因：書類受理の遅延 
・指摘の考え方：補助金交付事務が著しく不適正（６か月以上の遅延） 

 

 

 

 

47 補助金の額の確定について（森林・林業振興局県産材・林産振興課） 

内    容 

 
令和３年度林道施設災害復旧事業（３年災・繰越分）について、補助事業の額の確定が遅延してい

た。 
 

・概      要：令和３年度林道施設災害復旧事業（３年災・繰越分）の補助金額の確定を農林
水産大臣からの額の確定通知受理後、速やかに各農林局（事務所）に通知し、
農林局（事務所から）補助事業者へ通知しなければならなかったが、担当者の
事務処理の失念のため農林局（事務所）への通知が大きく遅延していた。 

・通 知 先：各農林局（事務所） 
・確 定 額：326,938,380 円（５年度への繰越額のうちの確定額・61 件） 
・国からの確定通知：Ｒ５.４.21 
・確 定 通 知 期 限：速やかに（当該課の他の補助金の標準事務処理期間は 20 日） 
・農林局（事務所）：Ｒ６.３.21 

通   知   日 
・市町村への通知日：鳥取市、若桜町、八頭町 Ｒ６.３.29 

            倉吉市、三朝町、琴浦町 Ｒ６.３.22 
            大山町、南部町、日南町 Ｒ６.３.25 

・遅 延 日 数：11 か月（国の確定通知からの経過期間） 
 
・発 生 の 要 因：担当者の失念、上司の進行管理不足 
・指摘の考え方：補助金交付事務が著しく不適正（６か月以上の遅延） 
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Ⅵ 財産管理事務 

48 物品購入の事務手続について（観光交流局観光戦略課） 

内    容 

 
鳥取県キャンプ場マップ「とりキャンＭＡＰ」チラシ印刷について、成果品を契約・交付伺の決裁

後に取得すべきところを決裁前に取得していた。 
 
  ・概 要：担当者の失念のため、納品後に事務手続を行ったもの。なお、納品後、一旦

支出負担行為書を起案したものの、統括審査課の指示により支出負担行為書
を廃案のうえ物品請求以降の手続を行っていた。 

  ・契 約 の 相 手 方：ＢＣ（株） 
  ・契 約 金 額：250,800 円 

・物品請求書決裁日：Ｒ５.８.25 
・見 積 書 受 理 日：Ｒ５.６.30 
・契約・交付伺決裁日：Ｒ５.８.29 
・納 品 日：Ｒ５.６.29 

 
・発 生 の 要 因：担当者の失念、上司の進行管理不足。 
・指摘の考え方：物品の取得が著しく不適正 

 

 

 

 

49 物品購入の事務手続について（むきばんだ史跡公園） 

内    容 

 
復元建物修繕用茅の購入について、成果品を契約・交付伺の決裁後に取得すべきところを決裁前に

取得していた。 
 
  ・概 要：物品請求書の決裁後に行うべき契約・交付伺を失念していたため、納品後に

行っていた。 
  ・契 約 の 相 手 方：ＢＤ生産組合 
  ・契 約 金 額：858,000円 
  ・納 入 期 限：Ｒ５.11.17 
  ・物品請求書決裁日：Ｒ５.９.28 
  ・契約・交付伺起案日：Ｒ５.11.２ 
  ・契約・交付伺決裁日：Ｒ５.11.２ 
  ・納   品   日：Ｒ５.11.２ 
 

・発 生 の 要 因：担当者の失念 
・指摘の考え方：物品の取得が著しく不適正 
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50 行政財産の目的外使用許可について（森林・林業振興局林政企画課） 

内    容 

 
行政財産の目的外使用許可（一般国道９号線鳥取西道路の維持管理用）について、使用許可期間終

了後も申請のないまま使用させていた。 
 
  ・概 要：Ｒ５.４.11～Ｒ５.12.31の使用許可が終了後、Ｒ６.１.１からの使用許可申請が

行われなかったが、引き続き使用されていた。担当者がＲ６.１.５に相手方に確
認の連絡を入れたことで、未許可のまま使用させていたことが判明した。 

  ・申 請 者：鳥取河川国道事務所 
  ・使 用 場 所：とっとり出合いの森敷地 
  ・使 用 数 量：道路 Ｗ＝５ｍ、Ｌ＝50ｍ 
  ・受 付 日：Ｒ６.２.13 
  ・許 可 日：Ｒ６.２.15 
  ・許 可 期 間：Ｒ６.２.15～Ｒ11.２.15 
  ・使 用 料：全額免除 
  ・未許可使用期間：Ｒ６.１.１～Ｒ６.２.14 
 

・発 生 の 要 因：相手方の失念、担当者及び上司の確認不足 
・指摘の考え方：財産の管理が著しく不適正 

 

 


